
検
非
違
使
別
当
と
使
庁

1
庁
務
の
構
造
と
変
遷
一

前

田

禎

彦

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
検
非
違
使
庁
の
政
務
（
庁
務
）
の
仕
組
み
と
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
、
『
中
右
記
』
永
久
二
年

記
を
素
材
に
別
当
家
に
お
け
る
「
庁
座
」
と
「
門
前
」
、
使
庁
に
お
け
る
く
政
V
と
く
内
福
〉
の
役
割
を
考
え
、
次
に
、
十
二
世
紀
の
庁
務
の
あ
り
方
を

復
元
し
た
後
、
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
至
る
庁
務
の
変
遷
を
辿
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
本
来
、
使
庁
の
政
舎
で
佐
が
主
宰
し
て
毎
日
行
な
わ
れ
て
い

た
く
政
V
を
中
核
と
し
た
庁
務
の
あ
り
方
が
、
摂
関
期
以
降
、
別
当
家
を
中
心
と
す
る
シ
ス
テ
ム
に
変
化
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
変
化
の
背
景
に
は
、

十
世
紀
後
期
以
降
の
〈
政
〉
の
衰
退
に
よ
っ
て
検
非
違
使
官
人
が
参
会
す
る
機
会
が
減
少
し
、
日
常
的
な
庁
務
の
多
く
が
各
官
人
の
許
に
個
別
化
・
分
散

化
し
た
た
め
、
庁
務
を
再
統
合
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
、
権
門
体
制
へ
の
移
行
に
と
も
な
い
権
門
間
の
利
害
調
整
に
別
当
が
直
接
当
た
る
必
要
が
生
じ

た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
変
化
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
お
け
る
庁
務
の
起
点
と
見
な
し
う
る
も
の
で
、
い
わ
ば
古
代
的
な
使
庁
か
ら

中
世
的
な
使
庁
へ
の
転
換
を
示
す
現
象
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
二
巻
　
号
　
　
九
九
九
年
一
月

検非違使別当と使庁（前罵）

は
　
じ
　
め
　
に

　
近
年
、
平
安
時
代
の
裁
判
制
度
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
全
体
像
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
ず
、
大
饗
亮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

氏
は
、
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
裁
判
制
度
が
①
太
政
官
の
裁
判
と
②
検
非
違
使
庁
の
裁
判
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、

ま
た
、
義
江
彰
夫
氏
は
、
宮
廷
に
お
け
る
蔵
人
所
の
懲
戒
・
制
裁
シ
ス
テ
ム
を
も
組
み
込
ん
だ
上
で
、
こ
れ
を
①
勅
裁
と
②
使
庁
裁
と
に
整
理

（1）1



表（1）　『中右記』永久2（II14）年記に見える庁務の内容

容内な主月

5　：∫テ始　　 17：政始

〈正・13一　2・8：伊勢奉幣使により庁務停止＞

21：内間　27：比物（七仏薬師御修法）・獄中仁王講

4，ll，13：内問　　16：内間・遺物（院衰日）　　27：内間

20，28：内間

8：使庁政　　15：生物（院有所思事）　22：内間　23：葉状政・免物（斎日）

26：着欽政

28：内間

15：免物（修仏事）　　16：直間

？，20，27：内間

4：政始（8月3日皇居焼亡）　　9，19：内間　29：添物（斎日）

13：政始（ユ0月1日中宮崩御）

27：内間　29：非常赦（白河九体阿弥陀堂供養・行幸）

18：議政　19：内間　24：過状政　29：着欽政　30：免物（歳末斎日）

正月小

2月小

3月大

4月小

5月小

6月大

7月小

8月大

9月小

10月大

11月大

12月大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
、
そ
の
管
轄
基
準
と
原
理
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
陣
定
を
中
心
と
す
る
太
政
官
の
裁
判
の
あ
り
方
は
「
九
七
〇
年
代
後
半
以

後
の
棚
橋
光
男
・
下
向
井
龍
彦
・
大
津
透
各
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
詳
細
が
明
ら
か
に
さ

　
　
　
　
③

れ
て
き
た
が
、
使
庁
に
つ
い
て
は
、
戦
前
の
小
川
清
太
郎
氏
以
来
、
数
多
く
の
研
究
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
裁
判
の
仕
組
み
を
正
面
か
ら
論
じ
た

研
究
は
意
外
に
少
な
く
、
今
も
な
お
基
本
的
な
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
京
中
の
警
察
・
司
法
機
関
と
し
て
活
動
し
た
検
非
違
使
庁
の

政
務
（
庁
務
）
の
構
造
と
変
遷
を
、
平
安
時
代
を
中
心
に
あ
ら
た
め
て
考
え
直
し
て
み

た
い
と
思
う
。

　
小
川
清
太
郎
氏
は
、
使
庁
の
沿
革
を
整
理
す
る
中
で
、
庁
務
の
行
な
わ
れ
る
場
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

準
に
〈
使
庁
か
ら
別
当
家
へ
〉
と
い
う
変
化
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

小
川
氏
は
、
も
と
も
と
庁
務
は
左
右
衛
門
府
（
後
に
左
衛
門
府
）
に
置
か
れ
た
使
庁
の

老
鴬
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
末
の
治
承
年
間
（
一
一
七
七
～
八

○
年
）
に
「
長
官
別
当
の
薪
任
毎
に
使
庁
庁
舎
を
別
に
其
の
別
当
館
内
に
設
置
す
る
に

至
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
小
川
氏
の
理
解
は
、
六
〇
年
代
の
す
ぐ
れ
た
概
説
書
で
あ
る
利
光
三
津
夫
氏
の
『
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

判
の
歴
史
臨
に
も
継
承
さ
れ
、
通
説
化
し
て
い
た
の
だ
が
、
七
〇
年
代
末
に
、
別
当
藤

原
弔
意
の
記
録
で
あ
る
『
中
右
記
』
永
久
二
（
＝
一
四
）
年
記
に
基
づ
い
た
大
饗

亮
・
戸
田
芳
実
両
氏
の
研
究
が
発
表
さ
れ
、
別
当
宗
忠
の
私
第
を
中
心
に
展
開
す
る
庁

2　（2）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

務
の
実
態
が
活
写
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
二
世
紀
前
期
に
は
、
す
で
に
別
当
家
で
庁
務
が
行
な
わ
れ
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
爾
氏
の
場
合
も
、
①
別
当
家
に
お
け
る
庁
務
が
何
時
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
の
か
、
②
使
庁
に
お
け
る
庁
務
と
別
当
家
に

お
け
る
庁
務
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
な
ど
の
基
本
的
問
題
が
曖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
、
近
年
、
宮
崎
康
充
氏
が
述

べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
宗
忠
の
別
当
ぶ
り
」
を
「
例
外
的
な
存
在
」
と
見
な
し
、
「
使
庁
の
実
質
的
運
営
扁
は
「
佐
以
下
の
事
務
官
僚
」
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
担
わ
れ
て
い
た
と
い
う
理
解
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
。
平
縁
で
概
略
を
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
摂
関
期
以
降
、
庁
務
の
あ
り
方
は
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
を
中
心
と
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
見
通
し
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
庁
務
全
体
の
構
造
を
、
そ
の
形

式
と
内
容
に
即
し
た
形
で
具
体
的
に
把
握
し
、
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
考
え
る
。

　
検
討
の
中
心
素
材
は
、
大
饗
・
戸
田
両
氏
も
利
用
さ
れ
た
『
中
右
記
』
永
久
二
年
記
で
あ
る
。
永
久
元
年
三
月
計
日
か
ら
同
四
年
五
月
一
臼

ま
で
の
三
年
あ
ま
り
、
権
中
納
雷
・
左
兵
衛
督
藤
原
宗
忠
は
別
当
の
任
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
特
に
永
久
二
年
記
は
一
年
間
の
記
事
全
て
が
残
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
、
連
日
の
庁
務
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
使
庁
の
実
態
を
探
る
上
で
量
的
に
も
質
的
に
も
最
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
永
久
二
年
記
に
見
え
る
主
な
行
事
を
表
ω
と
し
て
ま
と
め
た
上
で
、
旦
ハ
体
的
な
分
析
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

検非違使別当と使庁（前田）

①
大
饗
亮
『
律
令
制
下
の
司
法
と
警
察
』
第
五
章
・
平
安
時
代
の
司
法
管
轄
権
と

　
検
非
違
使
（
一
九
七
九
年
）
。

②
a
義
江
彰
夫
「
摂
関
院
政
期
朝
廷
の
刑
罰
裁
定
体
系
“
（
永
原
廊
廟
他
編
朔
中

　
世
・
近
世
の
国
家
と
社
会
』
（
一
九
八
六
年
）
、
b
同
「
王
朝
国
家
刑
罰
形
態
の
体

　
系
扁
（
魍
史
学
雑
誌
』
　
一
〇
四
－
三
　
一
九
九
五
年
）
、
c
同
「
蔵
人
等
奉
裁
の
刑

　
…
翻
形
能
畿
（
『
R
本
歴
山
ん
輪
五
六
鵬
　
　
一
九
九
五
年
）
。

③
棚
橋
光
男
「
院
政
期
の
訴
訟
鋤
度
｝
（
同
期
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
藤
一
九

　
八
三
年
。
初
出
は
一
九
七
八
年
）
、
下
向
井
龍
彦
「
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
け
る

　
権
門
悶
相
論
裁
定
手
続
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
研
究
』
一
四
八
　
一
九
八
○
年
）
、

　
大
津
透
「
摂
関
期
の
律
令
法
」
（
明
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
輪
四
七
・
第
一

　
分
冊
（
入
文
社
会
科
学
系
）
　
一
九
九
七
年
）
。

④
小
川
清
太
郎
「
検
非
違
使
の
研
究
」
第
四
章
・
検
非
違
使
の
沿
革
（
同
四
検
非

　
違
使
の
研
究
・
庁
例
の
研
究
』
一
九
八
八
年
再
刊
。
日
華
は
一
九
三
八
年
）
。

⑤
利
光
三
津
炎
「
裁
判
の
歴
史
」
第
三
章
・
中
古
宋
期
の
裁
判
（
利
光
三
津
夫
・

　
長
谷
山
彰
『
新
裁
判
の
歴
史
輪
第
一
部
　
一
九
九
七
年
再
刊
。
初
出
は
～
九
六
四

　
年
）
。

⑥
註
①
大
饗
著
書
第
三
章
・
平
安
時
代
の
検
非
違
使
、
戸
田
芳
実
明
中
右
記
』

　
三
・
検
非
違
使
の
記
録
（
　
九
七
九
年
）
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
一
九
一
九
年

　
執
筆
の
酒
岡
虎
之
助
氏
の
未
発
表
論
文
「
院
政
時
代
に
お
け
る
警
察
制
度
の
研

　
究
」
（
『
西
岡
虎
之
助
著
作
集
輪
第
二
巻
・
社
会
経
済
史
の
研
究
H
　
一
九
八
三
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年
）
の
中
で
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
『
中
急
襲
』
永
久
一
一
年
記
に
見
え
る
別
当
家

　
に
お
け
る
庁
務
の
存
在
は
す
で
に
明
ら
か
さ
れ
て
い
た
。

⑦
宮
崎
瑛
充
「
白
河
鳥
羽
院
政
期
の
検
非
違
使
佐
」
（
安
田
元
久
先
生
退
任
記
念

　
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
中
世
日
本
の
諸
相
』
上
　
一
九
八
九
年
）
。

⑧
拙
稿
「
検
非
違
使
庁
の
〈
政
〉
漏
（
署
田
山
国
際
大
学
紀
要
』
七
　
九
九
七
年
）
。

第
【
章
　
別
　
当
　
家
－
庁
座
と
門
前
1

⑨
こ
の
他
、
平
安
時
代
に
お
け
る
別
当
在
任
時
の
記
録
に
は
藤
原
実
費
の
『
小
右

　
記
』
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
四
月
～
同
二
年
九
月
、
藤
原
公
教
の
『
公
教
公
記
隔

　
永
治
元
（
二
四
一
）
年
正
月
～
二
月
、
藤
原
患
親
の
『
山
塊
離
隔
治
承
二
（
一

　
一
七
八
）
年
正
月
～
同
三
年
正
月
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
以
下
、
『
中
右
記
』
永

　
久
二
年
記
か
ら
の
引
用
は
原
則
と
し
て
出
典
を
断
ら
な
い
。

　
本
章
で
は
、
別
当
家
に
お
け
る
庁
務
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
、
日
常
的
な
別
当
の
執
務
を
様
式
化
し
た
儀
礼
で
あ
る

の
内
容
を
検
討
し
て
か
ら
、
具
体
的
な
庁
務
の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

第
｝
節
　
庁

始

〈
庁
始
〉

　
〈
庁
始
〉
は
、
別
当
が
私
論
で
行
な
う
庁
務
始
め
の
儀
式
で
あ
る
。
は
じ
め
に
、
平
安
時
代
に
お
け
る
事
例
を
ま
と
め
て
お
く
と
表
②
の
よ

う
に
な
る
。

　
〈
庁
始
〉
は
、
①
年
始
、
②
別
当
の
新
任
、
③
そ
の
本
官
・
兼
官
の
遷
任
・
転
任
に
際
し
て
と
り
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
年
始
の
儀
は

正
月
三
日
か
ら
五
日
頃
に
吉
日
を
択
ん
で
行
な
う
の
が
例
で
あ
る
。
ま
た
、
参
加
者
は
尉
・
志
・
野
生
の
各
官
人
で
、
佐
は
参
加
し
な
い
。

　
岡
じ
年
始
の
儀
で
あ
る
使
庁
の
「
政
始
」
と
比
べ
て
み
よ
う
。
「
政
始
」
は
太
政
官
の
「
政
始
」
と
三
日
に
行
な
う
の
が
故
実
で
、
通
常
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

正
月
中
・
下
旬
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
十
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
四
月
下
旬
に
ま
で
延
引
し
た
例
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
庁
議
〉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

雑
犯
を
糺
弾
し
な
い
と
い
う
慣
行
が
あ
る
元
三
（
正
月
元
日
～
三
日
）
直
後
に
行
な
う
の
が
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
庁
の
実
質
的
な
活
動

の
開
始
を
示
す
の
は
「
政
始
」
で
は
な
く
、
〈
庁
始
〉
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
儀
式
は
、
あ
ら
か
じ
め
奉
行
の
道
志
（
法
家
の
検
非
違
使
志
）
が
日
時
を
陰
陽
師
に
勘
申
さ
せ
た
上
で
、
尉
以
下
の
官
人
を
召
集
す
る
、
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検非違使別当と使庁（前田）

表（2）平安時代における〈庁始〉

No， 年（西暦）月・日 別当 種類 参　加　者 典拠

1 寛弘3（1006）7・17 藤原懐平 新任 朝

2 長和2（1013）ユ2・20 藤原教通 新任 御

3 万寿元（1024）3・10 藤原経通 新任 小

4 永久2（1114）正・5 藤原宗忠 年始 尉1　志1　府生1 申

5 永治元（工141）正・5 藤原公教 年始 尉7　志1　府生2 公

6 2・2 藤原公教 冠註 尉2　志ユ　府生1 公

7 久寿2（1155）3・4 藤原忠雅 新任 尉1　志2　府生2 山

8 治承2（1178）正・3 藤原忠親 年始 尉6　志2　府生1 山

9 3（1179）正・3 藤原患親 年始 尉4　志3　府生2 山

10 2・2 平　時忠 新任 尉3　志2　府生2 山

小：小右記

山：山塊記

｛卸　：手妻堂E－va白言己

公：公教公転

〔典拠〕 朝　朝野群載11・廷尉

中：中右記

当
日
、
①
官
人
は
別
当
家
に
参
集
し
て
「
庁
座
」
に
着
す
、
②
別
当
が
着
座
す
る
、
③
吉

書
・
囚
帳
・
逸
物
を
行
な
い
、
官
人
が
申
上
す
る
案
件
に
別
当
が
指
示
を
下
す
、
④
別
当
が

起
座
・
退
出
す
る
、
そ
の
後
、
⑤
官
人
は
「
門
前
」
に
移
動
し
て
列
立
す
る
、
⑥
雑
犯
ま
た

は
勘
問
を
行
な
う
、
⑦
官
人
が
退
出
す
る
、
と
い
う
次
第
を
採
る
。

　
ま
た
、
そ
の
行
事
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ω
吉
書
…
「
左
馬
寮
苅
草
庁
下
文
」
（
正
月
五
日
条
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
検
非
違
使
下
文
に

　
　
　
　
　
官
人
が
加
署
し
て
別
当
に
進
覧
す
る
行
事
。

　
②
囚
帳
…
別
当
に
囚
帳
（
獄
囚
帳
）
を
進
覧
す
る
行
事
。

　
㈹
免
物
…
別
当
に
免
物
勘
文
を
進
覧
す
る
行
事
。
そ
の
後
、
別
当
が
合
点
を
加
え
た
軽
犯

　
　
　
　
　
囚
は
、
そ
の
場
で
作
成
さ
れ
た
別
当
宣
に
基
づ
い
て
「
門
前
」
で
釈
放
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
　
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
ω
雑
犯
…
「
門
前
」
に
犯
人
を
召
し
出
し
て
、
尉
の
与
奪
に
随
っ
て
看
督
長
・
放
免
が
見

　
　
　
　
　
決
す
る
行
鞠
・
な
お
・
永
久
二
年
正
月
の
〈
庁
始
〉
で
は
雑
犯
で
は
な
く
・
窃

　
　
　
　
盗
に
対
す
る
通
常
の
勘
問
が
行
な
わ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

　
〈
上
里
〉
の
行
事
は
、
「
庁
座
」
に
お
け
る
吉
書
・
囚
帳
・
野
物
、
「
門
前
」
に
お
け
る
雑

犯
・
勘
問
に
大
別
で
き
る
。
そ
こ
で
次
に
、
両
者
が
日
常
的
に
果
た
す
役
割
を
や
や
詳
し
く

児
て
ゆ
き
た
い
。

5　（5）



第
二
節
　
別
当
家
に
お
け
る
庁
務
の
実
態

　
別
当
に
就
任
す
る
と
、
そ
の
私
第
の
「
侍
廊
」
を
転
用
し
た
り
、
新
た
に
「
庁
屋
」
を
設
け
た
り
な
ど
し
て
「
家
中
庁
」
（
正
月
五
日
条
）
が

設
け
ら
れ
た
。
そ
の
「
家
申
庁
」
に
お
け
る
別
当
お
よ
び
官
人
の
執
務
の
場
が
「
早
期
」
で
あ
る
。

　
「
薄
葬
」
の
舗
設
は
、
弘
安
十
（
一
二
八
七
）
年
正
月
十
三
日
に
別
当
に
就
任
し
た
権
中
納
言
・
左
衛
門
十
弗
囲
寺
公
論
の
「
検
非
違
使
庁

始
記
」
に
塗
ら
れ
た
指
図
に
よ
・
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
吻
）
・
こ
れ
に
よ
る
と
・
別
当
公
平
は
「
今
出
川
院
↑
藤
原
嬉
子
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廊
）

殿
上
」
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
「
三
密
卯
酉
辰
六
↑
間
」
に
「
庁
座
」
を
設
け
て
い
る
。
ま
ず
西
第
一
間
に
「
大
理
座
」
（
別
当
座
）
、
次
に
西

第
三
問
か
ら
第
六
間
ま
で
の
四
間
に
東
西
二
行
の
「
尉
・
髪
座
」
と
横
切
座
と
な
る
南
北
行
の
「
出
生
座
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
佐
の

座
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
要
す
る
に
、
「
庁
座
」
は
、
別
当
が
主
宰
す
る
場
に
相
応
し
く
、
別
当
座
を
正
面
に
し
て
尉
・

志
・
府
生
の
座
を
コ
の
字
型
に
配
置
す
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
庁
座
」
の
機
能
を
示
す
特
徴
的
な
備
品
に
①
硯
・
筆
、
②
赤
辛
櫃
、
③
漫
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ω
　
硯
・
筆

　
別
当
座
と
志
ま
た
は
府
生
の
座
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
硯
・
筆
が
常
備
さ
れ
た
。
「
庁
座
」
は
、
別
当
以
下
が
文
書
の
作
成
・
加
署
に
当
た
る
場

と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

②
赤
辛
櫃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
使
庁
に
関
す
る
「
公
私
の
文
書
、
訴
訟
文
書
な
ど
を
保
存
」
す
る
た
め
の
も
の
で
、
別
当
が
辞
任
す
る
と
直
ち
に
撤
去
さ
れ
、
道
志
の
許
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

預
け
ら
れ
た
後
、
新
任
別
当
の
〈
庁
始
〉
に
際
し
て
「
庁
座
」
に
運
び
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
『
公
署
公
記
』
に
よ
る
と
、
そ
の
寸

法
は
「
高
～
尺
五
寸
。
長
二
尺
一
寸
。
弘
一
尺
七
寸
」
と
見
え
る
の
で
、
文
書
の
保
管
と
い
う
実
務
的
な
役
捌
以
上
に
、
別
当
の
地
位
を
表
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

す
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
徒
然
草
』
第
九
十
九
段
に
は
「
累
代
の
公
物
」
と
し
て
「
上
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図（1）弘安10（1287）年正月における別当西園寺公衡家の「庁座」

〔＝コ〔＝＝コ
、

導＝〔＝コ〔＝＝】
騒下国

・幽〔＝
田

壁　韓山斗

｣弄［璽コ
1

鳳 図
畿謎串

硯＝田 11謎羅
セ

穏§ト攣

敷
満

弘
鑓

右
婁
屋

左
璽
康
□

⑧

□ 内
庁

㊤

舜＃餅旨辞

硯
口 □
府

◎
生
座

卜

古
よ
り
伝
り
て
、
そ
の
始
を
知
ら
ず
つ
数
百
年
を
経
た

り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
保
安
三
（
一
＝
三
）
年
十

二
月
に
お
け
る
藤
原
忠
教
か
ら
藤
原
実
行
へ
の
伝
領
が
史

　
　
　
　
　
　
　
⑪

料
上
の
初
見
で
あ
る
。

㈲
張
文
（
壁
書
）

　
公
事
を
官
人
に
分
配
し
た
結
果
を
記
す
「
分
配
記
」
が
、

　
　
　
　
　
　
⑫

そ
の
内
容
で
あ
る
。
分
配
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、

『
公
教
公
記
駈
永
治
元
（
＝
四
一
）
年
正
月
三
日
条
か

ら
は
、
張
文
に
「
由
城
国
拒
掃
使
」
の
記
載
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
官
人
の
公
事
に
は
、
こ
の
他
に
も
保
検

非
違
使
・
寄
検
非
違
使
・
夜
廻
検
非
違
使
・
陣
直
検
非
違

使
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
朝
廷
の
儀
式
へ
の
参
加
も
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
「
分
配
記
」

に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
別
当
家
の
「
庁
座
」
は
、
別
当
が
使

庁
を
運
営
・
統
轄
す
る
上
で
必
要
な
機
能
を
備
え
た
セ
ン

タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
中
右
記
臨
を
見
る
と
、
大
饗
亮
・
戸
田
芳
実
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表（3）永久2（1114）年における官人の出仕状況

官 姓名 特　記　事　項 別当家 政 内間

権佐 藤原実光 右少弁。 0 2 0

藤原霊隆 0 7 0

．　o　■　■　●　．　9　．　・ ．■　■o　■　9・　■　■・　■　．o　o●　・　■ e　o　，　5　0　，　曾　o　，　，　■　■　e　o　■　●　■　，　■　■　5　■　，　●　■　●　■　．　e　．　●　■　．　●　・　．　●　■　．　・　■　．　「　o　．　■　．　．　・　o 唖　o　■　o　昌　●　・　o　●　■　． 唖　●　■　●　o　●　■　●　■　■　’

尉A 藤原説雅 六位蔵人。 0 2 0

B 藤原資光 秀：才。 0 0 0

C 源　重時… 五位（大夫尉）。 54 5 7

C 平　忠盛 五位（大夫尉）。 4 2 0

C 平　宗実 法勝寺寄検非違使。 46 2 2

C 平　繁賢 27 2 0

C 藤原盛道 26 3 3

C 橘　説兼 摂関家々人。 81 2 2

・　■　■　●　■　■　●　昌　幽　◆ 幽　●　■　●　昌　■　●　■　■　●　●　■　●　■　．　雷　■ ，　o　，　●　o　，　r　o　，　●　■　■　●　o　，　5　■　，　■　■　●　■　■　■　　　　　　．　・　．　e　o　．　・　o　・　■　．　・　■　．　唖　■　．　e　．　．　5　■　．　■ ■　，　o　ρ　e　o　．　・　■　．　o ■　o　■　■　■　●　●　o　o　o　ρ

志 中原明兼 道志。 94 8 11

大江行重 ユ29 5 11

安倍資清 法勝寺寄検非違使。 144 2 10
■　・　・　幽　9　・　の　，　． 幽　■◆　幽　，■　■　，幽　■g　o　■，　o　■ ■　，　■　■　●　●　■　o　■　■　o　■　■　e　o　，　■　■　■　■　，　●　■　o　■　．　・　o　．　■　o　．　・　o　●　o　．　・　o　．　，　■　．　●　o　．　e　・　．　冒 ■　●　o　．　●　o　．　・　■　．　■ ●　■　■　●　●　■　■　■　■　o

府生 内蔵経則 円宗寺寄検非違使。山城拒探使。 67 6 6

伴　有貞 75 5 8

〔備考〕尉A　蔵入尉。B’紀伝尉。　C　追捕尉。

両
氏
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
早
朝
か
ら
深
夜
に
至
る
ま
で
、
連
貸
の

よ
う
に
官
人
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
別
当
家
の
「
庁
座
」
に
出
仕
し
て
、

事
件
の
発
生
・
捜
査
・
逮
捕
・
尋
問
な
ど
の
状
況
を
報
告
し
、
こ
れ
に
対
し

て
別
当
宗
患
が
一
々
指
示
を
下
し
て
い
た
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
表
㈹
は
、
永
久
二
年
に
お
け
る
別
当
の
許
へ
の
官
人
の
出
仕
状
況
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

〈
政
〉
・
〈
内
間
〉
（
後
述
）
へ
の
参
加
と
併
せ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
表
か
ら
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
佐
は
別
当
家
に
出
仕
し
な
い
。
通
常
、
佐
が
別
当
家
に
訪
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
た
め
、
先
に
注
意
し
た
よ
う
に
「
庁
座
」
に
は
佐
の
座
を
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

け
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
尉
を
見
る
と
、
各
官
人
の
出
仕
頻
度
は
か
な
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

尉
に
は
A
蔵
人
尉
、
B
紀
伝
尉
、
C
追
捕
尉
、
D
明
法
尉
の
区
別
が
あ
る
の

⑮で
、
各
尉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
A
蔵
人
尉
、
B
紀
伝
尉
は
「
殿
上
（
方
）
」
に
括
ら
れ
る
も
の
で
、
永
久

二
年
で
は
藤
原
説
雅
・
藤
原
資
光
が
該
当
す
る
の
だ
が
、
こ
の
両
人
は
全
く

別
当
家
に
出
仕
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
く
政
〉
に
参
加
す
る
こ
と
は
あ
る
も

の
の
、
日
常
的
に
庁
務
に
携
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
別
当
家
に
出
仕

す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
尉
は
、
い
ず
れ
も

C
追
捕
尉
で
あ
る
が
、
そ
の
出
仕
状
況
を
確
認
す
る
と
、
比
較
的
よ
く
出
仕
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検非違使別当と使庁（前田）

し
て
い
る
源
重
時
・
平
宗
実
・
橘
堕
罪
ら
と
別
当
家
に
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
な
い
平
忠
盛
と
の
個
人
差
が
目
立
つ
。
追
捕
尉
の
活
動
は
概
し
て

独
立
性
が
高
く
、
各
人
の
活
動
状
況
に
応
じ
て
出
仕
の
程
度
に
は
か
な
り
の
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
、
追
捕
尉
は
院
・
摂
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

関
係
者
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
直
接
の
指
揮
下
で
権
門
内
部
の
事
件
処
理
に
当
た
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
使
庁
の
官
人
と
し
て
の
活
動
に

バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
る
一
因
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
れ
に
比
べ
て
、
志
・
畢
生
は
各
人
と
も
よ
く
出
仕
し
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
志
・
畢
生
は
京
中
の
警
察
・
司
法
活

動
に
従
事
す
る
傍
ら
、
い
わ
ば
「
別
当
の
耳
目
・
手
足
」
と
な
っ
て
活
躍
す
る
「
（
別
当
の
）
直
属
事
務
官
僚
ス
タ
ッ
フ
」
と
し
て
使
庁
の
運
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
支
え
て
い
た
と
言
え
る
。
な
か
で
も
、
通
常
二
・
三
名
置
か
れ
て
い
た
道
志
は
使
庁
に
も
ち
上
が
る
法
律
問
題
や
運
営
全
体
の
問
題
の
解
決

に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
尉
（
蔵
人
尉
・
紀
伝
尉
は
除
く
）
・
志
・
府
生
の
各
官
人
が
別
当
家
の
「
庁
座
」
に
連
日
参
上
し
て
、
別
当
の
指
示
の
下
で

庁
務
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
い
わ
ゆ
る
刑
事
的
な
事
件
の
処
理
の
あ
り
方
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
活
動
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
事
件
の
報
せ
を
う
け
た
官
人
は
こ
れ
を
別
当
に
報
告
し
た
が
、
そ
の
際
、
別
当
は
官
人
に
「
可
二
沙
汰
こ
・
「
可
レ
尋
」
と
指
示
す
る
の
が
一

般
的
で
、
以
後
、
書
入
の
捜
索
や
諸
司
・
諸
家
・
寺
社
と
の
折
衝
お
よ
び
そ
の
経
過
の
別
当
へ
の
報
告
な
ど
を
経
て
、
最
後
は
犯
人
の
逮
捕
・

請
取
に
至
る
ま
で
、
そ
の
官
人
は
担
当
官
と
し
て
事
件
の
捜
査
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
担
当
官
制
）
。

　
『
中
右
記
』
で
は
、
犯
人
の
逮
捕
・
請
取
が
完
了
し
た
段
階
で
、
担
当
官
が
そ
の
身
柄
を
別
当
家
の
「
門
前
」
に
将
来
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く

見
ら
れ
る
。

〈
史
料
1
＞
　
『
中
右
記
』
永
久
二
年

　
①
五
月
六
日
条

　
　
資
清
将
二
来
昨
日
法
師
↓
令
レ
問
之
処
。
承
伏
了
。
給
二
左
獄
一
了
。
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②
九
月
廿
八
臼
条

　
　
資
清
来
云
「
女
盗
将
参
。
已
承
伏
」
者
。
任
レ
法
可
レ
禁
之
由
仰
了
。

　
こ
の
二
例
は
百
例
近
く
検
出
で
き
る
記
事
の
ご
く
～
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
①
五
月
六
日
条
は
、
殺
害
犯
の
下
法
師
を
「
門
前
」
に
将
来
し
て

勘
問
し
た
上
で
獄
に
禁
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
し
、
②
九
月
廿
八
日
条
で
も
、
す
で
に
「
承
伏
」
済
み
で
、
勘
問
の
必
要
は
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
犯
人
を
別
当
家
に
将
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
「
門
前
」
（
ま
た
は
そ
れ
以
前
）
に
お
け
る
勘
問
は
、
し
ば
し

ば
「
大
略
令
レ
問
」
（
三
月
四
日
条
な
ど
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
、
〈
略
筆
〉
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
慣
行
は
、
使
庁
に
お
け
る
裁
判
手
続
き
の
一
部
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

〈
史
料
2
＞
　
『
山
梶
記
』
治
承
三
（
＝
七
九
）
年
正
月
十
三
日
条

　
　
強
奮
雲
前
司
朝
撫
齢
鶏
魏
継
猶
子
党
類
四
人
。
右
大
夫
尉
兼
綱
朝
臣
去
書
取
。
去
皆
レ
遣
二
獄
所
乏
由
。
為
蔵
人
頭
墨
黒
宮
権
奏
光

　
　
能
朝
臣
奉
行
一
被
二
仰
下
幻
有
二
猶
預
事
噸
予
レ
今
田
レ
遣
。
機
智
勅
定
・
院
宣
・
関
自
盤
切
了
避
止
。
鬼
頭
権
大
霜
野
レ
示
也
。
於
二
野
門
一
幕
可
二
期
問
｝
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
）

　
　
而
兼
綱
朝
臣
。
依
二
頼
正
卿
所
労
危
高
尚
以
不
レ
可
レ
来
云
々
。
錐
レ
可
レ
渡
一
　
他
官
人
㊨
勅
定
切
了
。
錐
レ
不
レ
来
二
門
前
り
直
可
レ
遣
レ
獄
之
由
。
令
三
道
志
明
基

　
　
仰
二
兼
綱
朝
臣
↓
心
中
柳
有
二
存
旨
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
検
非
違
使
尉
源
兼
綱
は
強
盗
出
雲
前
司
藤
原
朝
時
の
党
類
四
人
を
召
し
取
り
、
獄
に
遣
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
、
「
於
二
軸
（
匡
別
当
・
権
中
納
需
・
左
衛
門
督
藤
原
忠
親
）
門
柳
吉
開
　
一
召
問
こ
だ
っ
た
の
だ
が
、
兼
綱
の
養
父
頼
政
の
「
所
労
危
」
に

よ
り
「
尚
叢
叢
レ
可
レ
来
」
と
い
う
有
り
様
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
別
当
患
親
は
、
「
難
レ
不
レ
来
二
門
前
↓
直
写
レ
遣
レ
獄
」
こ
と
を
兼
綱
に
指
示
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
犯
人
の
身
柄
は
、
い
っ
た
ん
別
当
家
の
「
門
前
」
を
経
由
し
た
上
で
禁
獄
な
ど
の
処
罰
を
う
け
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
咽
中
景
単
軌
を
見
る
と
、
軽
犯
か
ら
重
犯
ま
で
、
権
門
と
の
「
縁
」
を
も
つ
者
も
も
た
な
い
者
も
全
て
別
当
家
に
将
来
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
は
、
十
二
世
紀
前
期
に
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
と
判
断
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
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「
門
前
」
で
官
人
の
〈
略
問
〉
を
う
け
た
犯
人
に
対
す
る
処
分
を
見
て
み
る
と
、
犯
人
が
犯
行
を
「
承
伏
」
し
た
場
合
、
官
人
は
「
同
座
」

に
着
し
た
別
当
に
報
告
し
て
、
別
当
は
直
ち
に
判
決
を
下
し
て
い
た
。
判
決
は
、
①
給
二
左
右
獄
ハ
②
総
画
左
右
政
所
納
③
（
暫
）
可
レ
令
レ
候
二

身
禁
ハ
ま
た
は
単
に
（
断
口
）
可
レ
令
レ
候
の
三
類
型
に
分
類
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
使
庁
で
行
な
わ
れ
て
い
た
三
種
の
拘
禁
刑
、
す
な
わ
ち
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

獄
、
②
獄
政
所
、
③
便
所
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
こ
の
三
種
の
拘
禁
刑
は
体
系
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ど
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

犯
罪
に
ど
の
拘
禁
を
適
用
す
る
の
か
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
作
成
し
う
る
よ
う
な
段
階
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
別
当
が
即
座
に
判
決
を
下
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
不
承
伏
」
の
場
合
は
、
犯
人
の
身
柄
を
し
ば
ら
く
留
置
し
て
、
さ
ら
な
る
勘
問
を
指
示

す
る
の
が
～
般
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
の
よ
う
に
、
別
当
家
の
「
門
前
」
は
、
犯
人
を
将
来
し
、
〈
略
奪
〉
し
て
判
決
を
下
す
場
と
し
て
日
常
的
に
機
能
し
て
い
た
。
ま
た
、

こ
こ
で
の
判
決
は
最
終
的
な
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
件
の
捜
査
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
魍
中
右
記
』
永
久
二
年
記
の
記
事
を

通
覧
し
た
印
象
で
は
、
事
件
の
多
く
は
、
こ
の
「
門
前
」
の
く
慰
問
〉

　
①
は
じ
め
に
註
⑧
拙
稿
。

　
②
『
山
梶
記
』
仁
安
二
（
＝
六
七
）
年
四
月
廿
三
か
条
。

　
③
凹
中
右
記
隔
寛
治
六
（
一
〇
九
二
）
年
正
月
三
日
条
、
『
公
教
公
記
睡
永
治
元

　
　
（
～
一
四
　
）
年
正
月
二
中
条
。

　
④
清
田
善
樹
「
検
非
違
使
の
支
配
地
域
と
裁
判
管
轄
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
創

　
　
刊
号
　
一
九
七
六
年
）
に
、
下
文
の
実
例
と
し
て
建
永
元
（
＝
一
〇
六
）
年
正
月

　
　
六
日
の
検
非
違
使
下
文
（
成
笹
鮨
文
書
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
⑤
『
葉
黄
記
』
宝
治
二
（
＝
西
八
）
年
十
｝
月
四
日
目
。

　
⑥
〈
庁
始
〉
に
お
け
る
雑
劇
の
次
第
は
凹
山
桃
記
』
治
承
二
（
コ
七
八
）
年
正

　
　
月
三
日
条
に
詳
し
い
。

　
⑦
四
公
室
公
記
』
弘
安
十
（
～
二
八
七
）
年
正
月
廿
八
日
検
非
違
使
庁
始
記
。
こ

　
　
の
他
、
『
山
梶
記
偏
久
寿
二
（
＝
五
五
）
年
三
謡
曲
日
田
に
お
け
る
別
当
・
権

で
解
決
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
中
納
言
・
左
兵
衛
督
藤
原
忠
雅
の
〈
庁
始
〉
の
記
事
か
ら
も
「
庁
座
」
の
舗
設
は

　
　
　
判
明
す
る
が
、
『
公
衡
公
黒
川
と
基
本
的
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
　
⑧
は
じ
め
に
註
④
小
川
論
文
。

　
　
⑨
『
山
塊
記
輪
治
承
三
（
二
七
九
）
年
正
月
月
日
建
、
廿
三
日
条
。

　
　
⑩
本
郷
恵
子
「
中
世
文
書
の
伝
来
と
廃
棄
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
七
一
六
～
九

　
　
　
九
八
年
）
。

　
　
⑪
凹
凸
塊
記
』
治
承
三
年
正
月
廿
日
条
に
は
「
此
手
（
1
1
赤
辛
櫃
の
撤
去
）
。
樺
二

　
　
　
穏
次
…
之
曲
。
見
二
永
久
三
年
十
二
月
十
九
日
明
笛
記
一
四
条
民
部
卿
患
教
揮
二
翌

　
　
　
日
々
次
㊨
赤
辛
櫃
一
両
日
逗
二
留
之
鳳
と
見
え
て
い
る
が
、
『
公
卿
補
任
臨
に
よ

　
　
　
る
と
、
藤
原
忠
教
の
別
当
無
任
は
保
安
三
年
十
二
月
十
七
日
で
、
「
永
久
三
年
」

　
　
　
は
保
安
三
年
目
誤
り
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
明
適
評
」
の
記
主
は
明
法
博
士
・
検

　
　
　
非
違
使
志
中
原
明
兼
。
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⑫
咽
由
櫨
記
』
久
寿
二
（
＝
五
五
）
年
三
月
八
臼
条
。

⑬
表
㈹
は
、
別
畜
家
に
繊
遷
し
た
者
と
別
当
の
出
仕
先
に
耳
聡
し
た
者
を
カ
ウ
ン

　
ト
し
た
も
の
で
、
同
日
中
に
数
回
現
わ
れ
た
場
合
も
一
回
と
数
え
て
い
る
。
宗
忠

　
が
出
仕
し
た
官
人
を
全
て
記
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
官
人
の
出
仕
状
況

　
の
お
お
よ
そ
は
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
各
官
人
の
出
自
と
経
歴
に
つ
い
て

　
は
国
富
真
理
子
「
院
政
と
検
非
違
使
」
（
咽
史
淵
隔
～
〇
四
　
一
九
七
一
年
）
、
高

　
田
か
ほ
る
「
白
河
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
の
一
側
面
」
（
『
湘
南
史
学
』
七
・

　
八
合
併
暑
　
一
九
入
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

⑭
北
畠
親
房
の
『
職
手
抄
』
下
・
検
非
違
使
は
「
背
者
。
廷
尉
佐
漕
二
大
理
庁
屋
ゆ

　
中
古
以
来
不
レ
着
レ
之
」
と
記
し
て
い
る
が
、
佐
が
日
常
的
に
別
当
家
に
出
仕
す
る

　
こ
と
は
当
初
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑮
米
谷
豊
之
祐
「
院
政
期
検
非
違
使
歴
名
及
び
附
考
」
（
薩
州
院
政
期
軍
事
・
警

　
察
史
拾
遺
』
一
九
九
三
年
。
初
出
は
一
九
八
九
年
）
。

⑯
凹
型
右
記
』
治
安
三
（
一
〇
二
三
）
年
四
月
四
日
条
。

⑰
米
谷
豊
之
祐
「
院
無
期
武
士
追
考
」
（
註
⑮
同
著
書
。
初
繊
は
～
九
九
〇
年
）
。

⑱
志
に
比
べ
る
と
、
府
生
の
出
仕
日
数
は
か
な
り
劣
る
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
府

　
生
伴
有
貞
・
内
蔵
経
則
両
人
が
と
も
に
門
所
労
」
と
称
し
て
出
仕
を
怠
り
が
ち
で

　
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
三
月
廿
日
条
、
四
月
八
日
条
、

　
六
月
十
一
日
条
、
七
月
二
日
条
、
四
日
条
）
。

⑲
は
じ
め
に
註
⑥
芦
田
著
書
。
註
⑰
米
谷
論
文
。

⑳
藤
原
朝
時
は
藤
原
龍
胆
に
属
し
、
『
尊
卑
分
脈
輪
に
は
「
従
五
下
。
出
羽
守
。

　
為
二
朝
方
子
ゆ
為
二
強
盗
⑩
傍
為
；
大
曲
尉
源
群
議
一
塁
レ
搦
禁
獄
也
」
と
見
え
る
。

⑳
は
じ
め
に
註
②
義
江
b
論
文
。

⑫
　
　
精
糖
法
貝
摺
』
は
、
「
禁
獄
」
・
讐
政
所
禁
」
・
「
便
所
禁
扁
の
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当

　
す
る
犯
罪
を
列
挙
し
て
い
る
（
国
書
逸
文
研
究
畔
編
『
新
訂
増
補
国
書
逸
文
』

　
七
・
政
要
、
二
〇
三
頁
。
一
九
九
五
年
）
。
そ
の
作
者
は
、
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に

　
「
明
法
博
士
坂
上
明
兼
撰
扁
と
見
え
て
い
る
が
、
坂
上
（
中
原
）
明
兼
は
天
永
二

　
（
＝
一
｝
）
年
か
ら
大
治
五
（
一
　
三
〇
）
年
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
志
・
尉

　
と
し
て
使
庁
の
運
営
を
支
え
て
い
た
人
物
で
、
永
久
二
年
当
時
に
も
志
と
し
て
在

　
任
し
て
い
た
。
そ
の
記
述
は
、
明
野
の
検
非
違
使
在
任
特
に
お
け
る
慣
行
を
伝
え

　
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

⑬
　
別
当
自
身
に
よ
る
判
断
が
難
し
い
ケ
ー
ス
で
は
道
志
・
法
家
な
ど
に
諮
問
し
て
、

　
そ
の
回
答
に
随
っ
て
別
当
は
判
決
を
下
し
て
い
た
。
道
志
に
対
す
る
諮
問
は
二
月

　
八
日
条
、
十
二
月
一
日
面
、
法
家
に
対
す
る
諮
問
は
六
月
四
日
条
を
そ
れ
ぞ
れ
参

　
照
の
こ
と
。

⑳
　
こ
の
他
に
も
、
①
事
件
・
相
論
の
当
事
者
同
士
の
対
決
（
二
月
置
三
日
条
、
三
月

　
五
日
条
、
七
月
十
　
百
条
）
、
②
疵
の
実
検
（
五
月
廿
五
日
条
）
、
③
平
物
の
糺
返

　
（
十
～
月
四
日
条
）
な
ど
別
当
家
の
「
門
前
」
は
様
々
な
行
事
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。

12 （12）

第
二
章
使
庁
－
政
と
内
間
1

　
第
一
章
で
は
、
別
当
家
に
お
け
る
庁
務
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
全
て
が
別
当
家
で
処
理
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
左
衛

門
府
に
置
か
れ
た
使
庁
の
政
舎
で
も
依
然
と
し
て
庁
務
は
続
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
く
政
〉
と
く
内
間
〉
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
明

ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。



検非違使別盗と使庁（菌田）

第
一
節
　
政

　
〈
政
〉
に
つ
い
て
は
別
稿
で
内
容
と
そ
の
沿
革
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
要
点
だ
け
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
整
理
で

　
①

き
る
。

ω
〈
政
〉
の
類
型

　
〈
政
〉
に
は
①
政
始
、
②
庁
政
、
③
議
政
、
④
唐
津
政
、
⑤
着
鉄
器
が
存
在
し
た
。
こ
の
う
ち
儀
礼
的
・
形
式
的
な
政
始
と
毎
年
五
月
・
十

二
月
に
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
過
状
政
・
着
愚
書
を
除
い
た
庁
政
・
議
政
が
使
庁
に
お
け
る
日
常
的
な
庁
務
の
中
心
行
事
で
、
本
来
、
毎
日
行

な
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

圖
〈
政
〉
の
行
事

　
そ
の
行
事
と
し
て
①
供
給
、
②
召
名
、
③
雑
犯
、
④
勘
問
、
⑤
定
（
合
議
）
、
⑥
進
請
状
、
⑦
着
捨
、
⑧
免
物
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
う
ち
着
欽
は
着
着
政
に
固
有
の
行
事
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
い
ず
れ
も
通
常
の
庁
政
・
議
政
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
犯

人
の
召
喚
か
ら
刑
罰
の
執
行
に
至
る
裁
判
の
全
過
程
を
包
摂
し
て
い
る
の
で
、
〈
政
〉
は
使
庁
の
裁
判
業
務
を
集
約
す
る
場
で
あ
っ
た
と
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
〈
政
〉
は
毎
日
行
な
う
原
則
で
あ
る
た
め
、
本
来
、
庁
務
の
全
て
が
く
政
〉
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
政
〉
の
運
営
原
理
と
し
て
「
一
揆
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
こ
の
理
念
は
、
古
代
官
司
制
の
運
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

原
理
で
あ
る
「
共
知
」
の
理
念
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

偶
〈
政
〉
の
参
加
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
〈
政
〉
は
佐
・
尉
・
志
・
難
生
の
各
一
員
以
上
を
定
足
数
と
す
る
が
、
別
当
は
そ
こ
に
参
加
し
な
い
。
〈
政
〉
は
佐
が
主
宰
す
る
儀
で
、
「
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

レ
止
庁
事
」
・
「
城
外
事
」
を
除
く
事
件
は
「
尋
常
町
政
」
で
別
当
に
申
さ
ず
佐
以
下
が
処
理
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
別
当
は
、

〈
政
〉
の
翌
朝
、
そ
の
行
事
を
記
し
て
別
当
に
提
出
さ
れ
る
「
政
申
文
」
と
い
う
文
書
を
介
し
て
間
接
的
に
指
揮
・
監
督
に
当
た
る
こ
と
に
な

13 （13）



　
　
　
⑥

っ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
〈
政
〉
は
、
本
来
、
庁
務
の
中
核
と
な
る
行
事
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
だ
が
、
永
久
二
年
に
お
い
て
は
計
九
回
、
し

か
も
、
恒
例
の
政
始
・
過
心
密
・
着
鉄
政
を
除
く
と
、
年
に
二
回
行
な
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
（
表
ω
参
照
）
。
こ
の
程
度
の
開
催
で
使
庁
の

裁
判
業
務
が
十
分
に
消
化
で
き
て
い
た
と
は
と
て
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
が
く
平
間
〉
の
役
割
で
あ
る
。

第
二
節
　
内

問

14 （14）

　
芦
田
芳
実
氏
は
「
勘
問
の
仕
方
に
は
大
別
し
て
、
内
子
と
拷
訊
（
拷
問
）
の
二
つ
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
〈
内
間
〉
を
拷
問
の
対
義
語
と
解

　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
用
法
の
存
在
は
否
定
で
き
な
い
が
、
『
中
右
記
』
で
は
明
ら
か
に
〈
内
間
〉
で
も
拷
問
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。〈

史
料
3
＞
　
『
中
右
記
』
永
久
工
年

　
①
三
月
十
三
日
条

　
　
早
旦
参
レ
院
。
御
物
忌
也
。
傍
熱
二
加
賀
守
【
奏
事
。
清
実
朝
臣
夜
前
進
高
太
井
従
者
三
人
事
。
仰
云
「
先
可
レ
拷
二
相
従
者
三
人
一
」
。
…
…
再
呈
等
仰
二
志
資

　
　
清
一
了
。
今
日
可
レ
行
二
語
間
一
之
由
回
章
了
。
…
…
内
間
検
非
違
使
等
帰
来
。
重
時
・
贈
品
・
明
王
・
有
貞
・
資
琴
曲
申
云
「
高
言
置
類
。
已
不
承
伏
」
者
。

　
②
三
月
十
四
日
条

　
　
早
旦
参
レ
院
。
御
物
忌
也
。
以
二
伊
予
守
｝
令
レ
申
事
。
高
太
従
者
三
人
。
咋
日
拷
訊
了
。
不
承
伏
由
也
。

　
こ
れ
は
、
二
月
廿
三
日
の
夜
、
権
大
納
雷
源
雅
俊
の
命
に
よ
っ
て
女
を
迎
え
に
赴
い
た
越
中
書
聖
俊
親
一
行
が
二
条
京
極
付
近
で
何
者
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

襲
撃
を
う
け
た
と
い
う
事
件
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
犯
人
と
指
申
さ
れ
た
源
清
実
所
進
の
高
太
と
そ
の
従
者
三
人
に
つ
い
て
、
白
河
院
は

「
先
馬
レ
拷
篇
訊
従
者
三
人
こ
と
命
じ
て
い
る
が
、
十
三
日
条
と
十
四
日
条
を
対
比
す
れ
ば
、
そ
の
拷
問
が
〈
内
間
〉
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
⑩

と
は
間
違
い
な
い
。



検非違使別当と使庁（前田）

表（4＞　『中右記』永久2（1114）年記に見える〈内間〉（計18回）

匿0． 月・日 指示 参　加　者 文書 備　　　　考

1 2・2ユ （志2） 註（1）。

2 3・4 ○ 志3 内辺記
註（2）。

3 ・11 ○ 尉2　志3　府生1 勘問記 海賊，延暦寺小網遍範，源清実の高
太従者4人を拷問。

4 ・13 ○ 尉1　志3　府生1 源清実の高太従者3人を拷問。

5 ・16 ○ 尉1　志3　府生1 竪琴言己 源清実の高太従者2人，院官仕・陰
陽師を拷問。

6 ・27 ○ 尉1　志1　府生1 勘問記
7 4・20 尉1　志3　府生玉
8 ・28 ○ 志3　府生1 髭男記
9 5・22 尉2　志3　府生1 勘問記・ 嫌疑者11入を拷問。このうち一実律

拷問匿録 師の下法師，平宗盛・平盛基の下女
あり。

10 6・28 尉ユ　志2　府生1 勘問記 日向守有貞の従者を拷問。

11 7・16 ○ 内間記 日向守有貞の従者を拷問。

12 8・？ ○ 註（3）。

13 ・20 ○ 尉2　志3　府生2 内間記
14 ・27 ○ 尉1　志3　府生2 勘問記 播磨守藤原長命の八条倉に入る窃盗

嫌疑者を拷問。

15 9・9 ○ 内軍記
16 ・工9 尉2　志3　1触三2 内間記
17 11・27 瞬間言己 強盗首脳四郎大夫職武を拷問。

18 12・19 ○ 註（4）。

〔備考〕　註（1）「行重来云。符貞従者仁柴召進者。細塵共令内間之次。承伏。是強盗同心者也j。

　　　註（2）「尉・府生一人不参之由。明墨入夜来申也」。

　　　註（3）肥後守藤原国資の倉に入る窃盗嫌疑者に対して「内柱面後可決」（8・12条）

　　　　　と見える。
　　　註（4）「今日又可行内間之由仰了。是強盗疑者一一両蹴来之故也」。

な
い
な
ど
、
そ
の
頻
度
に
特
定
の
傾
向
は
認
め
ら

れ
な
い
。
「
今
日
早
可
レ
行
二
内
間
｝
之
由
。
仰
二
検

非
違
使
等
一
等
」
（
三
月
＋
一
日
遅
）
と
あ
る
よ
う

に
、
お
そ
ら
く
必
要
に
応
じ
て
別
当
が
開
催
を
指

示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

働
　
尉
・
志
・
府
生
が
参
加
す
る
こ
と
。

　
佐
が
参
加
し
た
事
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
般
的
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
参
加
を
条
件
と
す

る
〈
政
〉
と
は
異
な
っ
て
、
〈
内
間
〉
に
佐
の
参

三
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

ω
　
別
当
の
指
示
に
よ
っ
て
開
催
す
る
こ
と
。

　
月
別
の
開
催
頻
度
を
確
認
し
て
み
る
と
、
多
い

月
で
五
回
、
少
な
い
月
で
は
全
く
行
な
わ
れ
て
い

　
そ
れ
で
は
、
〈
内
間
〉
と
は
如
何
な
る
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
表
働
は
、
『
中
右
記
』
永
久
二

年
記
の
中
か
ら
「
内
間
」
と
明
記
さ
れ
た
記
事
を

抜
き
出
し
、
別
当
の
指
示
の
有
無
・
参
加
者
・
提

出
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
〈
政
〉
と
の

対
比
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
の
表
か
ら
次
の

15（玉5）



表㈲　　〈政〉とく内間〉の比較

参加者 定足数 頻度 供給

政
内
間

佐以下

ﾑ以下

あり

ﾈし

（毎B）

庶

あり

ﾈし

　
以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
、

の
容
易
な
、

　
そ
れ
で
は
、

〈
史
料
4
＞

　
　
清
房
将
一
一
来
夜
前
福
野
↓

　
　
早
仰
下
可
レ
行
二
内
間
一
之
由
胤
者
。

　
こ
れ
は
、
検
非
違
使
尉
藤
原
周
光
男
を
刃
傷
し
た
犯
人
則
隆
に
対
す
る
別
当
・
平
中
納
雷
・
左
兵
電
蓄
藤
原
公
教
家
の
「
門
前
」
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

〈
略
問
〉
の
記
事
で
あ
る
。
三
后
は
「
刃
同
門
周
光
男
者
一
之
犯
」
を
承
伏
し
た
の
に
対
し
て
、
「
強
盗
」
に
つ
い
て
は
「
不
レ
仕
之
由
」
を
申
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

立
て
て
承
伏
し
な
か
っ
た
た
め
、
別
当
公
教
は
、
後
者
の
件
に
つ
い
て
「
可
レ
行
｝
内
問
一
」
と
指
示
を
下
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
〈
略
問
〉
で
は
承
伏
し
な
か
っ
た
犯
人
に
対
し
て
、
尉
以
下
の
官
人
を
召
集
し
て
行
な
う
勘
問
が
〈
内
腿
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
加
は
必
要
な
か
っ
た
。
ま
た
、
三
月
四
日
の
〈
内
間
〉
は
「
尉
・
密
生
一
人
不
参
」
と
い
う
状
況
で
志
異
名
だ
け
で
行
な
わ
れ

　
　
て
い
る
の
で
（
M
2
）
、
〈
福
間
〉
に
は
定
足
数
も
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
後
日
召
二
黒
他
検
非
違
使
三
一
」
（
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
十
七
日
条
）
、
「
一
日
埋
門
集
検
非
違
蘭
塔
こ
（
七
月
＋
八
日
条
）
、
「
早
催
二
藍
検
非
違
使
等
こ
（
八
月
廿
四
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、

　
　
複
数
の
尉
以
下
官
人
を
召
集
し
て
行
な
う
点
に
〈
内
問
〉
の
最
も
基
本
的
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
團
　
　
「
内
間
記
」
を
作
成
し
て
、
別
当
に
報
告
す
る
こ
と
。

　
　
　
「
内
間
記
」
は
「
申
詞
記
」
（
八
月
廿
一
β
条
）
・
「
勘
問
記
」
（
九
月
十
一
日
条
）
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
江
蘇
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
当
た
る
舌
人
と
犯
人
・
証
人
と
の
問
答
を
宣
命
体
で
記
す
い
わ
ゆ
る
問
注
記
の
様
式
を
採
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　
　
「
内
界
記
」
は
別
当
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
判
断
材
料
に
供
さ
れ
た
後
、
別
当
か
ら
院
・
摂
関
な
ど
に
進
覧
さ
れ
る
こ
と
も
多

　
　
　
　
⑭

　
　
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
〈
政
〉
と
く
内
弁
〉
を
対
比
す
る
と
表
㈲
の
よ
う
に
な
る
。
要
す
る
に
、
〈
内
間
〉
は
、
〈
政
〉
に
比
べ
て
開
催

そ
れ
故
に
実
務
的
な
行
事
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
庁
務
全
体
の
中
で
〈
内
心
〉
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
公
教
公
記
』
永
治
元
（
一
一
四
一
）
年
正
月
十
七
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
　
　
　
満
遠
・
清
房
・
周
光
・
志
茶
園
等
於
レ
門
問
レ
之
。
門
下
刃
二
傷
周
光
男
者
一
之
犯
素
鑓
伏
了
。
□
於
二
強
盗
一
者
。
申
二
不
レ
仕
之
由
｝
者
。
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開
催
が
稀
に
な
っ
た
〈
政
〉
の
機
能
は
、
〈
内
間
〉
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

検非違使別当と使庁（前田）

①
．
は
じ
め
に
註
⑧
拙
稿
。
以
下
、
〈
政
〉
に
関
す
る
記
述
は
全
て
本
論
文
を
御
参

　
照
い
た
だ
き
た
い
。

②
天
元
五
（
九
八
二
）
年
正
月
廿
五
日
法
家
問
答
（
『
政
事
要
略
』
巻
六
十
一
、

　
五
三
三
頁
。
評
議
は
咽
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
。

③
a
吉
川
真
司
「
奈
良
時
代
の
宣
」
、
b
同
「
申
文
国
文
考
」
（
同
『
律
令
窟
僚
制

　
の
研
究
』
　
一
九
九
八
年
。
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
八
年
、
一
九
九
四
年
）
。

④
寛
平
七
（
八
九
五
）
年
二
月
廿
一
日
奉
勅
別
当
宣
（
『
政
纂
要
略
』
巻
六
十
一
、

　
五
一
天
頁
）
。

⑤
　
　
鴨
政
事
要
略
』
巻
六
十
一
（
五
二
〇
頁
）
。

⑥
『
西
宮
記
』
巻
帯
・
検
非
違
使
別
当
事
（
＝
二
頁
。
頁
数
は
『
新
訂
増
補
故

　
実
叢
書
』
七
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
。

⑦
は
じ
め
に
註
⑥
戸
田
著
晋
。

⑧
『
玉
葉
上
文
治
二
（
＝
八
六
）
年
八
月
十
三
日
条
に
、
摂
政
九
条
兼
実
が
、

　
あ
る
刃
傷
犯
に
対
し
て
い
っ
た
ん
「
可
二
世
決
こ
と
命
じ
て
か
ら
「
先
内
間
之
後
。

　
可
レ
及
二
拷
問
㊨
無
二
左
右
「
拷
決
之
条
。
無
一
冊
其
理
扁
」
と
指
示
し
直
し
た
こ
と
が
見

　
え
る
。
第
三
愚
将
⑦
で
述
べ
る
よ
う
に
、
拷
問
に
先
立
つ
内
々
の
勘
問
と
い
う
の

　
は
ハ
内
問
〉
の
原
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
事
件
の
概
要
は
三
月
六
目
条
を
参
照
の
こ
と
。
そ
の
後
の
経
緯
は
長
谷
山
彰

　
「
検
非
違
使
庁
裁
判
手
続
に
お
け
る
門
翼
状
」
「
過
状
」
の
機
能
」
（
同
『
律
令
外

　
古
代
法
の
研
究
』
一
九
九
〇
年
。
初
出
は
一
九
八
入
年
）
に
言
及
が
あ
る
。

⑩
後
掲
表
紛
を
見
る
と
、
永
久
二
年
に
お
け
る
計
十
八
圓
の
〈
内
間
〉
の
う
ち
八

　
回
に
拷
問
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
『
中
右
記
』
の
く
内
間
〉
で
は
、
む
し

　
ろ
拷
問
を
と
も
な
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の

　
他
、
咽
公
尊
公
記
』
永
治
元
年
正
月
三
日
条
で
も
、
伊
勢
太
神
宮
の
訴
申
に
よ
っ

　
て
拷
問
す
べ
き
者
に
対
し
て
、
こ
れ
を
〈
政
〉
と
く
内
問
〉
の
い
ず
れ
で
行
な
う

　
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
、
〈
内
問
〉
で
も
拷
問
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確

　
実
だ
と
思
う
。

⑪
噌
隠
男
』
天
永
元
（
＝
一
〇
）
年
五
月
十
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
去
夜
。
右
衛
門
手
車
着
レ
庁
。
有
二
内
洋
ゆ
主
上
を
奉
二
呪
咀
旧
法
師
を
問
。
件

　
　
　
問
注
記
持
来
。
抑
佐
養
耐
内
冠
一
例
。
非
二
分
明
幻
難
レ
然
。
御
堂
御
世
。
国
家

　
　
　
拝
中
宮
・
御
堂
を
奉
ご
呪
咀
一
法
師
朝
時
。
着
佐
也
。
働
重
隆
着
也
。

　
　
天
永
元
年
の
源
満
実
・
僧
静
実
父
子
に
よ
る
烏
羽
天
皇
呪
吸
事
件
（
『
百
錬
抄
』

　
天
永
元
年
七
月
班
日
条
、
『
殿
暦
』
天
永
元
年
七
月
六
B
条
、
九
日
条
な
ど
）
の

　
際
に
行
な
わ
れ
た
〈
二
四
〉
に
検
非
違
使
佐
藤
原
重
隆
が
参
加
し
て
い
た
が
、
摂

　
政
藤
原
忠
実
は
「
佐
着
二
内
間
禰
例
。
非
二
分
半
こ
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
で
、

　
逆
に
〈
内
間
〉
へ
の
佐
の
参
加
が
異
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
「
御

　
堂
御
盛
」
は
、
寛
弘
六
（
一
〇
〇
九
）
年
正
月
に
発
覚
し
た
中
宮
藤
原
彰
子
・
敦

　
成
親
王
・
左
大
臣
藤
原
道
長
呪
咀
寮
件
に
お
け
る
二
月
四
日
の
〈
内
間
〉
を
指
し

　
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
寛
弘
六
年
二
月
八
日
明
法
雪
曇
（
四
政
事
要
略
』
巻

　
七
十
、
六
9
　
頁
）
、
後
腰
表
㈲
甑
1
）
。
こ
の
二
例
以
外
に
佐
が
〈
内
問
〉
に
参

　
加
し
た
事
例
は
見
当
ら
な
い
。

⑫
四
月
十
七
日
条
は
同
月
廿
臼
の
（
恥
7
）
、
七
月
十
八
日
条
は
同
月
十
六
日
の

　
（
0
1
N
－
）
、
八
月
廿
四
日
条
は
同
月
廿
七
日
の
〈
内
間
〉
（
恥
1
4
）
に
そ
れ
ぞ
れ
対

　
製
し
て
い
る
。

⑬
問
注
記
に
つ
い
て
は
瀧
川
政
次
郎
「
事
発
日
記
と
問
注
状
」
（
旗
開
律
令
諸
制

　
及
び
令
外
官
の
研
究
』
法
制
史
論
叢
第
四
冊
　
　
九
六
七
年
。
初
出
は
一
九
五
六

　
年
）
。
な
お
、
五
味
文
彦
氏
は
、
『
愚
昧
記
』
紙
背
文
書
に
見
え
る
五
通
の
問
注
記

　
の
う
ち
、
「
簡
略
な
形
式
」
を
も
つ
永
治
二
（
二
四
二
）
年
四
月
三
日
源
行
真
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申
詞
記
（
『
平
安
遺
文
』
⑥
1
二
四
六
七
）
を
「
内
福
記
駄
と
兇
な
し
、
そ
の
他

　
の
「
正
式
の
勘
問
記
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
（
同
『
絵
巻
で
読
む
中
世
』
5
・

　
こ
と
ば
と
絵
　
一
九
九
四
年
）
、
こ
れ
を
門
内
掌
記
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な

　
い
と
思
う
。
本
文
書
の
性
格
は
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
羽
下
徳
彦
氏
は

　
「
証
人
の
尋
問
調
書
の
如
き
も
の
」
と
述
べ
、
問
注
記
と
は
異
な
る
文
書
で
あ
る

　
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
（
同
門
中
世
本
所
法
に
お
け
る
検
断
の
一
考
察
」

　
石
母
田
正
・
佐
藤
進
～
編
『
中
世
の
法
と
国
家
師
　
一
九
六
〇
年
）
。

⑭
問
注
記
は
別
当
以
上
へ
の
慈
母
を
霞
的
と
し
て
作
成
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
た
め
、

　
別
当
家
の
「
門
前
」
の
く
略
問
〉
で
す
ぐ
に
判
決
が
下
る
場
合
、
問
注
記
を
作
戒

　
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑮
関
連
史
料
は
凹
公
二
期
記
』
永
治
元
年
正
月
十
四
日
条
、
十
六
日
条
。
こ
の
事

　
件
は
、
正
月
十
三
目
の
夜
、
藤
原
周
光
男
が
参
詣
に
赴
く
途
中
、
橋
の
下
で
襲
撃

　
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
嫌
疑
者
と
し
て
指
申
さ
れ
た
則
隆
は
、
五
位
蔵

人
・
中
務
大
輔
藤
原
潮
嵐
家
に
幼
少
よ
り
仕
え
て
い
た
侍
で
、
そ
の
夜
、
周
光
男

と
同
道
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
急
に
約
束
を
違
え
た
た
め
に
嫌
疑
を
う
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。
「
先
日
所
二
搦
取
禰
之
強
盗
嫌
疑
之
嬰
児
。
件
男
一
体
分
身
者
也
者
。

被
レ
語
二
件
男
↓
中
入
仕
業
と
思
給
し
と
、
怪
光
は
そ
の
動
機
を
推
測
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
周
光
が
先
日
逮
捕
し
た
「
強
盗
嫌
疑
曲
者
」
は
謡
講
と
＝
体
分
身
者

也
」
と
雷
わ
れ
る
ほ
ど
に
親
し
い
仲
閲
で
、
そ
の
男
に
門
語
ラ
バ
レ
」
て
則
隆
は

強
盗
の
「
中
人
」
を
働
い
た
と
疑
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
略
問
〉
で
尋
ね
ら

れ
た
「
強
盗
㎏
は
、
こ
の
門
中
人
」
の
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
中

人
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
甘
煮
第
六
・
放
免
共
為
強
盗
入
人
家
被
素
語
に
見
え

る
「
仲
人
」
と
同
義
で
、
内
部
か
ら
盗
人
の
「
手
引
き
を
し
た
男
扁
、
つ
ま
り
内

通
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
剛
日
本
古
典
文
学
大
系
・
今
昔
物
語
集
』
五
・
一
五
〇

頁
頭
注
）
。
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第
三
箪
　
庁
務
の
構
造
と
変
遷

　
本
章
で
は
、
第
一
章
・
第
二
章
の
分
析
に
基
づ
い
て
永
久
二
年
当
時
に
お
け
る
庁
務
の
構
造
を
復
元
し
て
、
そ
の
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
な
過

程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
使
庁
の
裁
判
手
続
き
に
関
す
る
最
も
ま
と
ま
っ
た
記
述
と
し
て
利
光
三
津
夫
氏
の
概
説
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
利
光
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

き
は
①
通
常
裁
判
手
続
き
と
②
略
式
裁
判
手
続
き
に
区
別
で
き
る
。
①
通
常
裁
判
手
続
き
で
は
、
尉
以
下
の
官
人
が
被
疑
者
の
取
り
調
べ
に
当

た
り
、
作
成
さ
れ
た
問
注
記
を
別
当
に
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
別
当
は
、
問
注
記
を
評
定
に
か
け
た
上
で
、
明
法
道
出
身
の
尉
・
志
が
提
出
す

る
明
法
勘
文
の
ま
ま
に
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
雷
う
。
い
っ
ぽ
う
、
強
窃
盗
犯
を
対
象
と
す
る
②
略
式
裁
判
手
続
き
で
は
、
被
疑

者
の
自
供
も
し
く
は
確
証
が
得
ら
れ
さ
え
ず
れ
ば
、
道
志
は
直
ち
に
落
幕
言
文
を
作
成
し
て
、
犯
人
を
市
に
引
き
出
し
た
上
で
着
鉄
で
き
た
と
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さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
利
光
氏
の
研
究
は
な
に
ぶ
ん
に
も
古
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
と
な
っ
て
は
修
正
を
要
す
る
点
も
多
い
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、

今
ま
で
の
分
析
を
基
礎
に
永
久
二
年
当
時
に
お
け
る
使
庁
の
裁
判
手
続
き
を
図
式
化
す
る
と
、
図
②
の
よ
う
に
な
る
。
・

　
犯
人
の
逮
捕
・
請
取
が
完
了
す
る
と
、
事
件
の
担
当
官
は
、
そ
の
身
柄
を
別
当
家
の
「
門
前
」
に
将
来
し
た
。
「
門
前
」
（
ま
た
は
そ
れ
以
前
）

に
お
け
る
〈
略
問
〉
で
犯
人
が
「
承
伏
」
し
た
場
合
、
即
座
に
別
当
が
判
決
を
下
し
て
獄
・
獄
政
所
・
便
所
に
身
柄
を
遣
わ
し
た
。
ま
た
、

「
不
承
伏
」
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
身
柄
を
留
置
し
て
、
使
庁
の
政
舎
に
お
け
る
〈
政
〉
や
く
内
間
〉
で
計
三
度
の
拷
問
を
繰
り
返
す
こ
と
が

　
　
　
　
　
②

可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
問
注
記
は
別
当
に
進
覧
さ
れ
、
こ
れ
を
判
断
材
料
に
し
て
別
当
は
最
終
的
な
判
決
を
下
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
か
つ
て
別
集
で
触
れ
た
よ
う
に
、
使
庁
で
は
、
本
来
、
強
窃
盗
以
外
の
殺
害
・
闘
乱
な
ど
は
刑
部
省
の
「
断
」
（
量
刑
）
を
経
た
上
で
、
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
（
死
・
流
・
徒
・
杖
・
答
）
を
科
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
十
世
紀
中
期
以
降
、
刑
部
省
の
「
断
」
が
途
絶
え
た

続手
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
、
使
庁
で
は
禁
獄
を
以
て
五
刑
に
代
え
る
こ
と
が
い
わ
ば

判

嚥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
し
崩
し
的
に
進
行
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
や
が
て
＋
世
紀

庁
使
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
・
十
一
世
紀
初
以
降
、
禁
獄
は
獄
・
獄
政
所
・
便
所
へ
の
拘

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

鮒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禁
に
分
化
し
て
、
「
二
三
」
の
刑
罰
体
系
を
構
成
す
る
に
至
る
。

緋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
強
窃
盗
以
外
の
一
般
事
件
は
、
別
当
が
獄
・
獄

麗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
所
●
便
所
へ
の
拘
禁
を
指
示
し
た
段
階
で
業
的
に
終
結
す

剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
別
当
家
　
　
　
使
庁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
強
窃
盗
犯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
貞
観
年

官　　　人

犯人の将来

〈略　　　問〉

不ア伏　　　　　　承　伏

〈政〉・〈内間〉

承　伏

獄・獄政所・便所

（強窃盗犯）

過　状　政

着　欽　政
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表（6）ユ1世紀におけるく内間〉

No． 年（西暦）月・日 事　　件　　内　　容 典拠

1 寛弘6（1009）2・4 中宮藤原彰子・敦成親王・左大臣藤原道長呪咀事件における 政
僧吉見に対する勘問。

2 長元4（1031）5・8 平正輔と平致経の合戦における証人に対する勘問。 左

3 永承3（1048）8・27 賀茂上社内の神主賀茂成眞殺害事件における嫌疑者に対する 師
勘問。

4 5（1050）8・12 「被問之囚有其数」。 宮

5 天喜2（1054）8・9 佐伯法宗・賀茂問犬子に対する勘問。 宮

6 康平2（1059）8・4 清原末方に対する勘問。 富

〔典拠〕政：政事要略70・寛弘6年2月8日明法勘申　左：左経記・長元4年5月8臼条
　　　師：師守記・貞治2年2月15H条　　　　　　宮：宮寺縁事抄・仏神事次第

間
（
八
五
九
～
七
五
）
以
後
、
取
り
調
べ
か
ら
着
鉄
・
配
役
（
刑
罰
の
執
行
）
ま
で
を
専
決
す
る
権
限

が
使
庁
に
は
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
別
当
の
指
示
で
拘
禁
さ
れ
た
者
の
う
ち
強
窃
盗
犯
に

対
し
て
だ
け
は
、
さ
ら
に
過
群
言
な
ど
で
過
状
を
徴
収
し
て
、
五
月
・
十
二
月
に
市
で
開
催
す
る
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

欽
政
に
お
い
て
藩
鉄
・
配
役
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
強
窃
盗
犯
に
対

す
る
手
続
き
は
「
略
式
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
使
庁
に
お
け
る
最
も
正
式
な
手
続
き
で
あ
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
着
平
政
が
使
庁
の
刑
罰
権
を
象
徴
す
る
特
別
な
儀
礼
と
し
て
重
視
さ
れ
、

通
常
の
〈
政
〉
が
衰
退
し
た
後
も
存
続
し
続
け
た
所
以
で
あ
る
。

　
永
久
二
年
当
時
に
お
け
る
庁
務
の
構
造
は
、
概
ね
以
上
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ

れ
に
よ
っ
て
全
て
の
庁
務
が
説
明
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
大
半
の
事
件
は
、
こ

の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
処
理
さ
れ
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
庁
務
の
仕
組
み
は
如
何
な
る
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
庁
務
は
、
本
来
、
〈
政
〉
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
の
が
原
閾
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
〈
政
〉
は
、

創
設
以
来
、
検
非
違
使
で
行
な
わ
れ
て
い
た
行
事
を
整
備
し
て
、
九
世
紀
末
に
制
度
的
に
確
立
し
た

　
　
　
　
⑥

も
の
で
あ
る
。
そ
の
行
事
は
使
庁
の
裁
判
業
務
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
る
上
に
、
毎
日
の
開
催
を
原

則
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
初
は
庁
務
の
全
て
を
〈
政
〉
で
処
理
す
る
建
前
に
な
っ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
十
世
紀
中
期
頃
ま
で
は
く
政
〉
の
毎
日
開
催
を
促
す
施
策

が
し
ば
し
ば
下
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
十
～
世
紀
初
詣
ま
で
〈
政
〉
は
比
較
的
よ
く
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
十
世
紀

後
期
以
降
、
そ
の
開
催
が
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。
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検非違使別当と使庁（前田）

　
十
一
世
紀
に
な
る
と
、
表
㈲
に
見
る
よ
う
に
、
断
続
的
な
が
ら
〈
内
間
〉
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
、
当
初
は
、
拷
問
に
先
立
つ
内
々
の
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

問
と
し
て
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。

　
〈
内
謁
〉
の
初
見
は
、
寛
弘
六
（
一
〇
〇
九
）
年
正
月
計
日
に
発
覚
し
た
中
宮
藤
原
彰
子
・
敦
成
親
王
・
左
大
臣
藤
原
道
長
呪
咀
事
件
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
⑧

し
て
行
な
わ
れ
た
二
月
四
日
の
「
内
樋
」
で
あ
る
（
酌
1
）
。
そ
の
内
容
は
翌
五
日
の
拷
問
と
「
事
情
同
」
と
記
さ
れ
、
法
家
の
罪
名
勘
申
は

専
ら
後
者
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
、
四
日
の
「
内
間
」
は
五
日
の
拷
問
に
先
立
つ
、
い
わ
ば
予
審
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
書
う
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
長
元
四
（
一
〇
＝
コ
）
年
正
月
以
前
に
伊
勢
蝦
で
生
じ
た
平
正
輔
と
趣
致
経
と
の
合
戦
を
め
ぐ
る
『
左
経
記
』
の
記
事
に
お
い

て
も
、
両
者
が
進
め
た
証
人
を
そ
れ
ぞ
れ
拷
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
証
言
は
「
石
間
詞
拝
各
面
薄
野
」
と
異
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
別
当
・
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
⑨

議
・
左
兵
衛
督
源
心
任
は
記
主
参
議
・
左
大
弁
源
経
頼
に
「
経
口
三
度
拷
問
一
丁
。
可
レ
申
二
～
定
一
歎
」
と
述
べ
て
い
る
（
恥
2
）
。
い
ず
れ
の

く
内
間
〉
も
、
拷
問
に
先
立
つ
内
々
の
勘
問
を
意
味
し
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
『
宮
寺
縁
事
抄
』
に
見
え
る
永
承
五
（
一
〇
五
〇
）
年
（
恥
4
）
、
天
喜
二
（
～
〇
五
四
）
年
（
甑
5
）
、
康
平
二
（
一
〇
五
九
）

年
（
晦
6
）
の
各
「
壁
間
」
で
は
、
い
ず
れ
も
や
は
り
拷
問
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
被
レ
問
之
囚
。
有
二
其
数
↓
然
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

無
二
拷
訊
こ
、
「
固
事
。
依
二
承
伏
｝
不
レ
拷
」
、
「
但
不
レ
行
レ
拷
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
逆
に
、
こ
の
頃
ま
で
に
く
内
耳
〉
は
拷
問
の
実
施

を
前
提
と
す
る
も
の
に
変
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
要
す
る
に
、
本
来
、
拷
問
に
先
立
っ
て
行
な
わ
れ
る
内
々
の
勘
問
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
〈
内
間
〉
は
、
〈
政
〉
の
開
催
が
減
少
す

る
に
つ
れ
て
、
拷
問
を
と
も
な
う
無
間
へ
と
変
化
し
て
、
庁
務
に
占
め
る
役
割
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
な
変
化
は
、
別
当
家
の
機
能
の
拡
充
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
河
音
能
平
氏
は
「
摂
関
期
に
は
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ま
だ
庁
屋
は
、
本
来
の
左
衛
門
府
に
お
か
れ
て
い
て
、
別
当
は
庁
屋
に
出
仕
し
て
庁
務
を
と
っ
て
い
た
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
別
当
は

く
政
V
に
参
加
し
な
い
た
め
、
左
衛
門
府
の
使
庁
に
は
も
と
も
と
出
仕
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
当
は
、
早
く
か
ら

出
仕
先
で
あ
る
内
裏
の
他
に
私
第
に
お
い
て
も
庁
務
を
執
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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長
徳
元
（
九
九
五
）
年
四
月
半
五
日
か
ら
翌
二
年
九
月
廿
五
日
ま
で
別
当
の
任
に
あ
っ
た
藤
原
実
資
の
『
小
右
記
』
を
見
る
限
り
で
は
、
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

右
記
』
と
同
様
に
、
官
人
が
別
当
の
許
に
訪
れ
て
、
そ
の
指
示
を
仰
い
で
い
た
様
子
が
知
ら
れ
る
が
、
庁
務
全
体
の
中
で
別
当
家
が
ど
の
程
度

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
十
一
世
紀
初
頃
ま
で
〈
政
〉
が
あ
る
程
度
有
効
に
機
能
し
て
い
た
ら
し

い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
役
割
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
〈
庁
始
〉
の
あ
り
方
か
ら
別
当
家
の
機
能
の
拡
充
を
間
接
的
に
推
測
し
て
み
た
い
。

〈
史
料
5
＞

伺
『
御
堂
関
白
記
撫
長
和
二
（
一
〇
コ
ニ
）
年
十
二
月
廿
日
条

　
　
　
　
　
　
（
物
）

　
　
別
当
行
二
免
□
　
云
々
。
次
別
当
宣
奉
行
。
初
知
二
庁
事
｝
云
々
。
即
来
二
参
大
内
㊨
召
二
出
火
長
・
随
身
等
【
見
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

㈲
隅
朝
野
群
載
』
巻
十
一
・
廷
尉

　
①
寛
弘
三
（
一
〇
〇
六
）
年
七
月
十
七
日
検
非
違
使
勘
申

　
　
勘
申
　
未
断
左
右
獄
囚
事

　
　
　
　
合
弐
人

　
　
　
左
一
人
佐
賀
名
昨
丸
依
二
闘
乱
麸
嶽
欄
針
駈
醐
原
頼
信
凝

　
　
　
右
一
人
伴
友
助
　
依
二
窃
盗
｝
禁
叡
棚
痔
脚
藤
原
撚
即
禁

　
　
以
前
。
獄
囚
勘
申
如
レ
件
。

　
　
　
　
寛
弘
三
年
七
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
少
志
尾
張
如
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
衛
門
少
尉
豊
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
少
尉
縣
犬
養

　
②
寛
弘
三
（
一
〇
〇
六
）
年
七
月
十
七
日
別
当
宣
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検非違使別当と使庁　（前田）

　
　
被
二
別
当
宣
一
難
「
佐
賀
名
眸
丸
。
有
下
畑
レ
令
二
弁
申
　
之
事
加
所
出
召
禁
一
也
者
。
前
哨
其
由
緒
三
遷
レ
謂
二
面
億
旧
懐
下
蔭
二
宥
免
↓
殊
給
中
身
暇
上
」
者
。

　
　
　
　
　
寛
弘
三
年
七
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
防
鴨
河
使
判
官
右
衛
門
少
尉
豊
原

　
　
　
新
二
任
別
当
一
時
。
注
下
未
断
博
戦
二
黒
免
一
之
織
田
進
二
勘
文
「
也
。
□
□
撤
獅
補
肥
・
女
別
当
相
計
被
レ
行
二
免
物
幻
但
件
別
当
宣
有
二
用
意
一
可
レ
書
也
。
（
後

　
　
　
略
）

　
㈲
『
御
堂
関
白
記
』
の
記
事
は
、
前
日
に
別
当
に
就
任
し
た
権
中
納
言
・
右
衛
門
督
藤
原
教
通
の
〈
庁
始
〉
と
く
出
仕
始
〉
を
記
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
物
）

で
あ
る
（
表
②
恥
2
）
。
こ
の
記
事
か
ら
判
明
す
る
〈
庁
始
〉
の
行
事
は
「
免
□
」
と
「
別
当
宣
奉
行
」
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
行
事
は
実
は

一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
㈲
『
朝
野
群
星
』
の
注
記
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
使
庁
で
は
別
当
の
款
任
に
際
し
て
未
断
囚
の
一
部
を
放
免
す
る
習
わ
し
に
な
っ
て
い

た
が
、
寛
弘
三
（
一
〇
〇
六
）
年
七
月
十
七
日
の
日
付
を
も
っ
た
①
検
非
違
使
勘
申
と
②
別
当
宣
は
、
前
月
廿
六
日
に
別
当
に
就
任
し
た
参

議
・
左
兵
衛
督
藤
原
懐
平
の
〈
庁
始
〉
に
使
用
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
表
勧
酌
－
）
。
そ
こ
で
、
①
と
②
を
対
比
す
る
と
、
未
断

囚
の
う
ち
放
免
す
べ
き
者
を
注
し
た
勘
文
を
官
人
が
進
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
別
当
が
宣
旨
を
下
し
、
黒
物
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
回
の
記
事
に
見
え
る
「
別
当
宣
奉
行
」
は
、
未
断
囚
の
放
免
を
命
じ
た
別
当
宣
を
官
人
が
奉
行
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
⑭

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
記
事
か
ら
〈
庁
始
〉
の
全
貌
は
知
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
推
測
す
る
に
、
こ
の
よ
う
に
別
当
の
新
任
に
際
し
て
最
初
に
免
物
の
別
当
宣
を

下
し
、
こ
れ
を
官
人
が
奉
行
す
る
と
い
う
の
が
く
庁
始
〉
本
来
の
姿
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
十
二
世
紀
以
降
の

〈
庁
始
〉
は
、
よ
り
複
雑
な
構
成
を
も
っ
た
儀
式
と
し
て
発
達
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
、
永
久
二
年
で
通
常
の
勘
問
で
あ
っ
た
も

の
が
、
以
後
の
〈
庁
始
〉
で
は
雑
面
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
〈
庁
始
〉

の
行
事
は
次
第
に
整
備
さ
れ
、
確
立
さ
れ
る
過
程
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
庁
務
全
体
の
申
で
別
当
家
の
果
た
す
役
割
が
次
第
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
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る
。
す
な
わ
ち
、
十
世
紀
後
期
以
降
、
〈
政
〉
の
開
催
が
次
第
に
減
少
す
る
に
つ
れ
て
、
別
当
家
の
機
能
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と

推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
実
際
に
、
十
～
世
紀
申
頃
ま
で
に
は
、
『
中
右
記
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
の
と
同
様
の
庁
務
の
あ
り
方
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
記
録
史
料
の
増
加
に
よ
っ
て
使
庁
の
活
動
を
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
十
世
紀
後
期
以
降
、
あ
る
宮
人
が
事
件
の
捜
査
に

一
貫
し
て
従
事
す
る
担
当
官
制
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。
捜
査
の
際
の
便
宜
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
担
当
官
制
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
存
在

し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
官
人
が
犯
人
を
別
当
家
に
将
来
す
る
例
も
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

〈
史
料
6
＞
　
『
小
右
記
』
万
寿
四
（
～
〇
二
七
）
年
五
月
廿
七
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
者
力
）

　
　
中
将
湖
西
「
景
理
牛
童
在
二
彼
宅
一
之
。
可
レ
遣
二
成
通
　
欺
偏
理
。
乍
レ
無
終
一
｝
遣
成
通
↓
即
参
来
。
令
レ
単
二
事
由
4
頃
之
帰
来
云
「
具
申
一
一
鋼
当
山
々
々
云

　
　
　
『
今
朝
景
理
来
云
「
塾
員
丸
鋸
野
景
理
黒
血
幻
左
京
大
夫
経
親
牧
童
也
。
誠
難
レ
通
レ
家
可
レ
依
二
事
実
一
」
駈
者
。
先
罷
二
王
景
理
朝
臣
許
↓
申
云
『
件
童
者
左

　
　
京
大
夫
童
也
。
即
在
二
彼
宅
↓
昨
今
遣
レ
車
賢
所
二
見
給
舶
楊
置
由
所
レ
聞
』
者
。
循
向
二
源
中
納
言
家
一
粧
鯨
鰍
。
令
レ
触
二
事
由
司
即
二
二
出
塁
犬
男
丸
司
請
取

　
　
将
二
向
別
当
許
舶
別
当
云
『
今
日
内
界
二
集
傍
黄
人
等
一
可
レ
令
レ
訊
』
者
。
大
略
問
童
謡
『
犬
男
丸
名
。
悪
童
多
有
二
階
名
一
件
事
一
切
不
二
知
給
叩
亦
不

　
　
レ
知
二
等
春
蘭
丸
面
』
」
者
。
成
通
来
意
「
令
レ
見
二
春
童
丸
殉
雰
二
此
蒔
肥
所
レ
申
縦
横
。
正
輔
朝
臣
牛
童
説
云
々
」
者
。
仰
云
「
触
一
一
別
当
一
能
可
二
三
行
　
事

　
　
也
」
。

　
こ
の
史
料
は
、
同
年
二
月
七
日
に
右
大
臣
藤
原
実
資
家
の
車
副
助
光
が
殺
害
さ
れ
た
事
件
で
、
実
資
の
命
を
う
け
て
捜
査
に
従
事
し
て
い
た

検
非
違
使
志
中
原
成
通
が
殺
害
犯
の
同
類
と
冒
さ
れ
た
左
京
大
夫
源
経
親
の
寺
童
墨
書
丸
を
経
親
の
父
で
あ
る
権
中
納
言
源
道
方
か
ら
請
け
取

り
、
そ
の
身
柄
を
別
当
・
参
議
・
左
兵
衛
督
藤
原
経
通
の
許
に
将
来
し
た
と
こ
ろ
、
「
今
笠
置
召
二
選
傍
官
人
等
一
可
レ
令
レ
訊
」
と
い
う
指
示
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

う
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
別
当
の
指
示
は
、
本
稿
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
尉
以
下
の
官
人
を
召
集
し
て
行
な
う
〈
内
意
〉
の
開
催
を
意
味
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
続
く
「
大
略
問
」
が
く
糺
問
〉
と
く
二
間
〉
の
い
ず
れ
に
当
た
る
の
か
判
断
し
に
く
い
が
、
こ
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検非違使別当と使庁（前田）

の
記
事
か
ら
、
別
当
家
へ
の
犯
人
の
将
来
↓
（
「
門
前
」
に
お
け
る
〈
略
問
〉
）
↓
〈
内
間
〉
と
い
う
手
続
き
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
『
中
右
記
』
か
ら
検
出
し
た
の
と
同
様
の
庁
務
の
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
～
般
化
し
て
い
た
か
は
確
認
で
き
な
い
も

の
の
、
十
一
世
紀
中
頃
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
別
当
家
の
「
門
前
」
へ
の
犯
人
の
将
来
と
〈
略
問
〉
の
定
着
が
〈
内
間
〉
の
内
容
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
今
一
つ
の
要
因
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
〈
略
問
〉
が
定
着
す
る
と
、
こ
れ
を
〈
内
間
〉
と
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
当
家
に
お
け
る
〈
略
問
〉

↓
使
庁
の
政
舎
に
お
け
る
〈
内
事
〉
と
い
う
手
続
き
が
成
立
す
る
。
そ
の
結
果
、
〈
内
間
〉
は
本
来
の
内
々
の
勘
弁
か
ら
〈
略
問
〉
の
次
の
段

階
で
行
な
わ
れ
る
よ
り
本
格
的
な
勘
問
へ
と
変
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
〈
内
戚
〉
の
変
化
は
〈
略
問
〉
の
定
着
、
す
な

わ
ち
別
当
家
の
機
能
の
拡
充
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
〈
指
間
〉
の
内
容
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、
別
当
家
の
機
能
の
拡
充
は
か
な
り
の
程
度
進
行
し
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
推
測
に
わ
た
る
部
分
が
多
く
、
史
料
解
釈
に
も
や
や
恣
意
的
な
面
が
残
る
の
だ
が
、
お
お
よ
そ
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
至
る
庁
務

の
変
遷
を
跡
付
け
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
か
つ
て
小
川
清
太
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
た
く
使
庁
か
ら
別
当
家
へ
〉
と
い
う
流
れ
に
沿
っ
た
形
で
修
正

を
加
え
て
、
庁
務
の
具
体
的
な
内
容
と
そ
の
変
化
の
時
期
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

　
大
き
な
変
化
は
十
一
世
紀
を
通
じ
て
進
行
し
た
別
当
家
へ
の
庁
務
の
集
中
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
庁
務
は
別
当
の
許

に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
は
じ
め
に
註
⑤
利
光
・
長
谷
山
著
書
。

②
『
獄
令
』
3
5
察
獄
之
言
条
、
『
断
獄
律
』
9
拷
囚
一
過
三
度
条
。
な
お
、
剛
左
経

　
記
』
長
元
四
（
㎝
〇
三
一
）
年
五
月
八
日
条
、
『
中
右
記
隔
康
和
四
（
一
一
〇
二
）

　
年
八
月
十
九
日
条
、
永
久
童
舞
七
月
二
日
条
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

③
拙
稿
「
摂
関
期
裁
判
制
度
の
形
成
過
程
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
三
九
一
九
九

　
〇
年
）
。

④
　
は
じ
め
に
註
②
義
江
b
論
文
。

⑤
長
谷
山
彰
氏
は
「
通
常
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
も
過
状
が
作
成
さ
れ
て
い
た
」

　
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
（
同
門
古
代
末
、
中
世
に
お
け
る
使
庁
裁
判
制
度
の
変

　
遷
」
は
じ
め
に
註
⑤
利
光
・
長
谷
山
著
書
な
ど
）
、
演
習
に
断
罪
資
料
と
し
て
提

　
鵬
す
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
使
庁
に
お
け
る
通
常
の
裁
判
手
続
き
で
過
状
の
提
出

　
を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
着
欽
・
配
役
さ
れ
る
強
窃
盗
犯
だ
け
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
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る
。

⑥
は
じ
め
に
註
⑧
拙
稿
。

⑦
『
獄
内
』
3
5
察
中
之
官
条
に
門
凡
察
獄
之
官
。
先
飾
”
五
聴
刈
又
撹
乱
諸
証
信
幻

　
事
状
疑
似
。
猶
不
レ
首
レ
実
者
。
然
後
拷
掠
。
（
後
略
）
」
、
隅
断
獄
律
』
8
訊
囚
条
に

　
「
応
レ
訊
レ
囚
者
。
十
悪
以
レ
情
審
二
察
詞
理
ゆ
反
復
参
験
。
猶
未
レ
能
レ
決
。
事
須
二

　
訊
問
学
者
。
立
レ
案
同
レ
判
。
然
後
拷
訊
。
違
者
答
五
十
。
（
後
略
）
」
と
あ
る
よ
う

　
に
、
律
令
制
下
の
裁
判
手
続
き
で
は
拷
問
に
先
立
っ
て
犯
人
の
供
述
と
事
件
の
註

　
拠
を
取
り
調
べ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
拷
問
に
先
立
っ
て
行
な
わ

　
れ
る
勘
問
が
〈
内
間
〉
の
制
度
的
淵
源
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第

　
二
章
註
⑧
で
引
用
し
た
『
玉
葉
』
の
記
事
に
見
え
る
「
内
間
」
の
語
は
原
義
が
そ

　
の
ま
ま
後
世
ま
で
残
存
し
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑧
寛
弘
六
年
二
月
八
日
明
法
勘
申
（
『
政
事
要
略
八
章
七
十
・
糺
弾
雑
事
、
六
〇

　
二
頁
）
。
関
連
史
料
は
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
六
年
正
月
当
日
条
、
一
一
月
五
日
条
、

　
廿
日
条
、
『
百
錬
抄
』
寛
弘
六
年
二
月
四
日
条
、
欄
権
記
』
寛
弘
六
年
二
月
一
臼
条
、

　
四
箇
条
、
五
日
条
な
ど
。

⑨
『
左
経
記
』
長
元
四
年
五
月
八
日
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昌
明

　
『
清
盛
以
前
隔
第
一
章
・
伊
勢
平
氏
の
成
立
（
一
九
八
四
年
置
を
参
照
の
こ
と
。

⑩
『
宮
寺
縁
事
抄
』
仏
神
事
次
第
・
放
生
会
前
後
事
（
『
大
日
本
古
文
沓
』
家
わ

　
け
四
ノ
五
・
石
清
水
文
書
二
五
）
。
こ
の
史
料
は
、
天
暦
元
（
九
四
七
）
年
か
ら

　
延
久
四
（
一
〇
七
一
～
）
年
に
至
る
ま
で
の
問
に
八
玲
十
五
日
の
石
清
水
放
生
会
以

　
前
に
行
な
わ
れ
た
〈
政
〉
と
く
内
問
〉
の
先
例
を
列
挙
し
た
も
の
で
、
そ
の
典
拠

　
は
定
か
で
は
な
い
が
、
検
非
違
使
庁
に
お
け
る
門
B
記
」
（
糊
権
記
』
長
保
二
（
一

　
〇
〇
〇
）
年
十
二
月
廿
七
日
条
）
・
「
勘
問
日
記
」
（
『
政
事
要
略
』
巻
六
十
一
・
糺

　
弾
雑
事
、
五
二
七
頁
）
、
あ
る
い
は
延
久
年
間
（
一
〇
六
九
～
七
四
）
に
検
非
違

　
毛
母
で
あ
っ
た
藤
原
季
綱
が
撰
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
検
非
違
使
庁
目
黒
」
（
『
中

　
右
記
』
康
和
四
（
一
｝
〇
二
）
年
九
月
十
四
日
頃
）
な
ど
、
使
庁
側
の
記
録
に
基

　
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。

⑪
河
音
能
平
「
日
本
中
世
前
期
の
官
司
・
権
門
に
お
け
る
文
書
群
の
保
管
と
廃
棄

　
の
原
則
に
つ
い
て
」
（
同
『
世
界
史
の
な
か
の
日
本
中
世
文
書
』
　
　
九
九
六
年
。

　
初
出
は
一
九
九
〇
年
）
。

⑫
例
え
ば
、
『
小
右
記
』
長
徳
二
年
四
月
汁
八
日
条
、
六
月
十
日
条
、
十
七
日
条
、

　
廿
五
日
条
な
ど
。

⑬
『
朝
野
群
載
』
巻
十
　
・
廷
尉
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
九
一
頁
。
以
下

　
同
じ
）
。

⑭
大
隅
清
陽
氏
は
、
「
別
当
宣
奉
行
扁
を
「
別
当
着
任
の
事
実
を
宮
人
等
が
承
知

　
す
る
と
い
う
意
か
扁
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
（
山
中
細
編
『
御
堂
関
白
記
全
注

　
釈
臨
長
和
二
年
　
一
九
九
七
年
）
、
別
当
の
補
任
（
ま
た
は
如
レ
旧
）
の
宣
旨
の
奉

　
行
は
〈
政
〉
で
行
な
わ
れ
て
い
た
（
『
康
平
記
』
康
平
四
（
一
〇
六
一
）
年
十
二

　
月
十
三
日
条
、
『
山
塊
記
藤
葛
承
三
（
一
一
七
九
）
年
二
月
十
六
臼
条
、
『
経
俊
卿

　
記
輪
宝
治
元
（
＝
一
四
七
）
年
十
二
月
廿
五
日
条
）
。
ま
た
、
中
納
言
・
左
兵
衛

　
督
平
惟
範
を
別
当
に
任
じ
た
延
喜
八
（
九
〇
八
）
年
三
月
五
日
弁
官
宣
旨
（
『
朝

　
野
一
構
』
巻
十
一
・
廷
尉
、
二
五
六
頁
）
の
奥
に
門
奉
行
」
と
し
て
佐
以
下
の
官

　
人
が
加
署
し
て
い
る
事
実
は
、
別
当
補
任
の
宣
旨
の
奉
行
が
佐
の
参
加
す
る

　
〈
政
〉
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
別
当
補
任
の
方
式
に
つ

　
い
て
は
渡
辺
直
彦
「
検
非
違
使
別
当
に
つ
い
て
」
（
同
『
日
本
玉
代
官
位
制
度
の

　
基
礎
的
研
究
』
増
訂
版
　
一
九
七
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

⑮
関
連
史
料
は
凹
小
右
記
』
万
寿
四
年
二
月
十
一
日
条
、
四
月
廿
一
日
条
、
五
月

　
廿
一
日
条
、
廿
二
日
条
、
廿
七
日
条
、
廿
八
日
条
、
廿
九
日
条
、
『
小
記
目
録
』

　
第
十
七
・
闘
乱
事
。

⑯
　
庁
務
が
別
当
の
許
に
集
中
し
た
結
呆
、
や
が
て
〈
雪
間
〉
も
別
当
家
の
「
阿

　
前
」
に
移
動
し
た
よ
う
で
あ
る
。
〈
内
間
〉
は
、
本
来
、
使
庁
の
政
舎
で
行
な
わ

　
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
た
ま
た
ま
目
に
触
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れ
た
凹
葉
黄
記
』
宝
治
二
（
ご
一
四
八
）
年
八
月
廿
五
日
条
、
『
古
今
著
聞
集
撫

巻
十
二
・
中
納
言
兼
光
検
非
違
使
別
当
の
時
腰
居
の
盗
人
を
内
間
の
事
に
見
え
る

工
例
は
い
ず
れ
も
別
当
家
の
「
門
前
」
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
南
北
朝

時
代
の
欄
師
守
護
』
貞
治
五
（
～
三
六
六
）
年
十
月
六
日
条
に
見
え
る
同
年
九
月

廿
三
日
の
「
内
間
評
定
始
扁
も
別
当
家
で
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
検

討
は
要
す
る
も
の
の
、
〈
内
間
〉
も
、
使
庁
か
ら
別
当
家
へ
と
移
動
す
る
動
向
を

看
取
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
以
上
の
他
に
〈
内
院
〉
は
「
河
原
」

で
行
な
わ
れ
た
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
（
七
月
十
六
二
条
。
表
㈲
南
1
1
）
。

第
四
章
　
庁
務
の
変
化
の
背
景

検非違使別当と使庁（前田）

　
本
章
で
は
、
使
庁
内
部
の
問
題
と
外
部
の
問
題
の
両
面
か
ら
、
庁
務
が
別
当
の
許
に
集
中
し
た
背
景
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、

使
庁
内
部
に
お
け
る
変
化
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
来
、
検
非
違
使
は
天
皇
の
直
接
の
指
揮
下
で
活
動
す
る
存
在
で
、
当
初
、
別
当
の
役
割
は
副
次
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
九

世
紀
末
以
降
、
別
当
の
権
限
が
伸
張
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
十
世
紀
後
期
の
『
西
宮
記
』
が
「
凡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

使
雑
事
。
無
一
｝
巨
細
一
一
向
別
当
所
二
進
退
｝
也
」
、
「
惣
使
雑
事
。
非
レ
蒙
二
別
当
処
分
殉
佐
已
下
輔
難
二
進
退
こ
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
別
当
が

使
庁
を
統
轄
す
る
と
い
う
基
本
原
則
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
原
則
は
〈
政
〉
が
日
常
的
に
開
催
さ
れ
て
い
た
段
階
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
っ

ぽ
う
で
、
十
一
世
紀
初
期
の
『
政
事
要
略
』
に
「
尋
常
影
壁
。
百
工
下
官
不
レ
申
二
別
当
の
任
レ
例
勤
行
し
と
見
え
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う

③に
、
〈
政
〉
が
庁
務
の
中
核
に
位
置
し
、
そ
れ
に
別
当
が
参
加
し
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
後
と
比
較
し
た
場
合
、
別
当
に
よ
る
庁
務
の

掌
握
に
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
十
世
紀
後
期
以
降
に
お
け
る
〈
政
〉
の
衰
退
は
庁
務
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
政
〉
が
ほ
と
ん

ど
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
十
二
世
紀
の
状
況
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
〈
政
〉
の
開
催
の
減
少
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
官
人
が
｝
堂
に
会
す
る
機
会
が
減
少
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
官
人
全
員
が
承

27　（27）



知
す
べ
き
事
柄
は
「
廻
文
」
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
「
廻
文
」
は
、
通
常
の
別
当
宣
の
書
き
止
め
を
「
依
二
別
当
宣
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

所
レ
廻
如
レ
件
」
と
変
更
し
た
様
式
を
も
ち
、
奉
者
を
奉
行
と
し
て
関
係
者
全
員
に
触
れ
回
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
使
庁
に
お
け
る
初
見
は

『
中
右
記
』
永
久
二
年
記
で
、
白
河
院
御
幸
の
際
の
作
路
（
三
月
廿
三
日
条
）
、
賀
茂
祭
に
お
け
る
使
庁
下
部
の
過
差
禁
制
（
四
月
八
日
中
）
、

「
飼
二
小
鳥
・
小
鷹
こ
の
禁
制
（
九
月
八
日
条
）
な
ど
の
行
事
・
禁
制
に
つ
い
て
「
以
二
丈
文
一
金
言
了
」
、
「
早
可
レ
廻
二
品
検
非
違
使
一
也
」
、
「
則

可
二
仰
廻
｝
之
由
下
知
了
」
と
見
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
官
人
間
の
意
思
伝
達
に
は
「
書
状
」
が
用
い
ら
れ
た
。
応
保
二
（
二
六
；
年
六
月
廿
三
日
、
二
条
天
皇
を
呪
思
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
修
理
大
夫
源
資
賢
以
下
四
名
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
時
、
「
追
使
」
を
命
じ
ら
れ
た
検
非
違
使
府
生
清
原
季
光
は
、
同
じ
く
「
追
使
」
に

命
じ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
志
中
原
基
広
に
「
書
状
」
で
命
令
を
伝
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
「
書
状
常
事
也
。
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

会
蓮
遁
事
也
」
と
記
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
〈
政
〉
の
開
催
が
減
少
し
、
官
人
が
参
会
す
る
機
会
が
稀
に
な
っ
た
た
め
、
使
庁
内
部
に
お
け
る
命
令
・
意
思
の
伝
達
に

は
「
廻
文
」
・
「
書
状
」
の
使
用
が
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
使
庁
の
日
常
的
な
活
動
の
多
く
が
各
官
人
の
許
に
い
わ
ば
個
別

化
・
分
散
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
各
官
人
の
庁
務
を
支
え
る
拠
点
に
な
っ
た
の
が
、
そ
の
私
宅
で
あ
っ
た
と
思
う
。
や
や
時
代
は
下
る
が
、
『
古
今
著
聞
集
』
に

は
興
味
深
い
説
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
鎌
倉
時
代
前
期
、
「
強
盗
の
棟
梁
」
と
し
て
知
ら
れ
た
小
殿
は
「
お
も
ふ
様
」
が
あ
っ
て
検
非
違
使
尉
面
原
章
久
の
許
に
自
首
し
て
来
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
章
久
が
「
左
右
な
く
う
け
と
る
ぺ
け
れ
ど
も
、
其
儀
な
く
し
て
答
け
る
」
、
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
史
料
7
＞
　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
二
・
強
盗
の
棟
梁
大
殿
小
殿
が
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楼
イ
）

　
　
い
ま
は
使
庁
の
庁
務
停
止
し
た
る
な
り
。
か
つ
は
き
・
も
お
よ
ぶ
ら
ん
。
年
来
つ
く
り
を
け
る
籠
ど
も
み
な
う
ち
や
ぶ
り
て
、
仏
所
に
つ
く
り
な
ど
し
て
、

　
　
　
～
向
庁
務
を
と
f
め
て
、
後
世
の
こ
と
を
い
と
な
む
な
り
。
徳
大
寺
殿
に
砥
候
の
源
判
官
康
仲
こ
そ
、
当
時
こ
と
に
高
名
を
た
て
ん
と
す
る
人
な
れ
、
か
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検非違使別当と使庁（前田）

　
　
し
こ
に
行
て
、
こ
の
子
細
を
い
は
“
、
さ
だ
め
て
悦
お
も
は
ん
ず
ら
ん
。

　
　
「
い
ま
は
使
庁
の
庁
務
停
止
し
た
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
す
で
に
章
久
は
庁
務
か
ら
引
退
し
て
お
り
、
「
年
来
つ
く
り
を
け
る

（
楼
イ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

籠
ど
も
み
な
う
ち
や
ぶ
り
て
、
仏
所
に
つ
く
り
な
ど
し
て
、
…
後
世
の
こ
と
を
い
と
な
む
」
と
い
う
毎
日
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
小
殿

を
請
け
取
ら
ず
に
大
納
言
徳
大
寺
実
習
に
砥
候
す
る
検
非
違
使
尉
源
康
伸
の
許
へ
の
出
頭
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
話
か
ら
、
章
久
の
私
宅
に
は
「
籠
」
陛
拘
禁
施
設
が
備
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
使
庁
の
官
人
た
ち
は
私
宅
に
拘
禁
施
設
を

設
け
、
犯
人
の
拘
留
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
『
発
心
集
』
の
あ
る
説
話
で
、
「
（
現
在
の
佐
居
は
）
中
々
し
っ
か
に
侍
る
を
、
隣
り
に
検
非
違
使
の
侍
り
つ
る
間
に
、
罪
人
を
責
め
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

へ
る
音
な
ん
ど
の
聞
こ
え
て
う
る
さ
く
侍
り
つ
れ
ば
、
罷
り
去
り
な
ば
や
」
と
、
あ
る
僧
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
そ
の
私
宅
は
勘

問
・
拷
問
の
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　
す
な
わ
ち
、
官
人
の
私
宅
は
勘
問
・
拷
問
お
よ
び
拘
禁
の
場
と
し
て
の
機
能
を
備
え
た
、
い
わ
ば
高
検
非
違
使
庁
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
久
安
五
（
一
｝
四
九
）
年
二
月
廿
二
日
、
使
庁
の
下
部
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
散
位
光
柔
な
る
者
が
検
非
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

使
尉
源
為
義
の
許
に
連
行
さ
れ
、
勘
問
を
う
け
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
官
人
宅
の
役
割
は
、
院
政
期
に
は
す
で
に
存
在
し

て
い
た
と
判
断
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
使
庁
の
裁
判
手
続
き
上
、
官
人
宅
の
役
割
は
、
原
則
と
し
て
犯
人
の
身
柄
を
別
当
家
に
将
来
す
る
以
前
の
段
階
に
の
み
機
能
し
う
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
告
井
幸
男
氏
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
摂
関
期
以
降
、
別
当
以
外
の
公
卿
の
指
示
を
う
け
て
、
そ
の
家
政
に
関
わ
る
事
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

捜
査
や
犯
入
の
制
裁
に
官
人
が
従
事
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
ま
た
、
日
常
の
警
察
・
司
法
活
動
の
中
で
官
人
が
恣
意
的
な
拷
問
や
制
裁

に
及
ぶ
こ
と
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
現
実
に
官
人
宅
が
果
た
し
て
い
た
杜
会
的
な
役
割
は
裁
判
手
続
き
の
原
則
以
上
に
大

き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
〈
政
〉
の
衰
退
に
よ
っ
て
官
人
が
参
会
す
る
機
会
が
減
少
し
た
た
め
に
、
日
常
的
な
庁
務
の
多
く
が
各
宮
人
の
許
に
個
別
化
・
分
散

29 （29）



化
し
て
、
各
官
人
は
そ
の
私
宅
を
拠
点
に
庁
務
を
遂
行
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
十
二
世
紀
以
降
の
史
料
を
中
心
に
論

を
進
め
て
き
た
が
、
〈
政
〉
の
衰
退
が
十
世
紀
後
期
頃
か
ら
想
定
で
き
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
変
化
は
、
十
一
世
紀
以
降
、

徐
々
に
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
変
化
と
並
行
し
て
、
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、

公
事
の
「
分
配
」
が
行
な
わ
れ
、
保
検
非
違
使
・
寄
検
非
違
使
・
拒
桿
使
・
夜
廻
検
非
違
使
・
癖
直
検
非
違
使
な
ど
使
庁
内
部
に
お
け
る
分
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

体
制
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
指
摘
し
た
①
各
官
人
の
許
へ
の
庁
務
の
個
別
化
・
分
散
化
と
い
う
事
態
と
第
三
章
で
強
調
し
た
②
別
当
の
許
へ
の
庁
務
の
集
中
と
い

う
事
態
は
、
一
見
矛
盾
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
両
者
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
現
象
と
考
え
る
べ
き

な
の
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
庁
務
は
佐
が
主
宰
す
る
〈
政
〉
の
場
で
統
合
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
〈
政
〉
が
衰
退
し
、
分
掌

体
制
が
整
え
ら
れ
、
各
官
人
の
許
に
日
常
的
な
庁
務
の
多
く
が
個
別
化
・
分
散
化
す
る
の
に
随
っ
て
、
庁
務
を
い
わ
ば
再
統
合
す
る
場
と
し
て

別
当
家
の
機
能
の
拡
充
が
図
ら
れ
、
別
当
の
許
に
庁
務
が
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
こ
こ
で
は
要
点
の
み
に
と
ど
め
、
詳
細
は
別
の
機
会
に
論
じ
て
み
た
い
が
、
使
庁
外
部
の
問
題
、
す
な
わ
ち
使
庁
を
と
り
巻
く

体
制
の
変
化
と
い
う
問
題
も
見
逃
し
得
な
い
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
別
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
摂
関
期
以
降
、
平
安
京
で
は
諸
捌
・
諸
家
の
雑
任
・
家
人
に
よ
る
闘
乱
・
濫
行
事
件
が
頻
発
し
、
そ
の
後
、
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

社
の
僧
侶
・
神
人
な
ど
も
加
わ
っ
て
秩
序
の
混
乱
は
日
常
化
し
た
。
摂
関
・
院
政
期
の
闘
乱
・
濫
行
事
件
の
多
く
は
、
単
に
当
事
者
間
の
問
題

と
し
て
で
は
な
く
、
お
互
い
が
所
属
す
る
権
門
間
の
問
題
と
し
て
現
象
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
際
、
加
害
者
側
が
被
害
者
側
に
下
手
人

を
引
き
渡
す
下
手
入
制
の
よ
う
に
、
権
門
間
の
交
渉
だ
け
で
事
件
の
解
決
を
図
る
シ
ス
テ
ム
も
　
部
に
は
認
め
ら
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
使

庁
が
介
入
し
て
事
件
の
処
理
に
当
た
る
ケ
ー
ス
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
件
を
処
理
す
る
過
程
で
、
使
庁
は
権
門
と
の
折
衝
や
権

門
間
の
利
害
の
調
整
を
円
滑
に
進
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
交
渉
に
は
法
的
な
判
断
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
な
判
断
や
配
慮
が
求
め

ら
れ
た
か
ら
、
天
皇
・
院
・
摂
関
の
意
向
も
う
け
な
が
ら
、
別
当
が
中
心
に
な
っ
て
交
渉
を
進
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
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権
門
体
制
へ
の
傾
斜
が
深
ま
る
中
で
、
使
庁
が
権
門
間
の
利
害
調
整
に
当
た
り
、
い
わ
ば
体
制
の
接
着
剤
と
し
て
の
役
捌
を
果
た
し
て
ゆ
く
た

め
に
は
、
別
当
の
許
に
庁
務
を
集
約
す
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
出
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
庁
務
を
統
合
す
る
者
と
し
て
の
別
当
の
立
場
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
別
当
家
へ
の
犯
人
将
来
と
い
う
手
続
き
で
あ
っ
た

　
へ
　
　
　
む

と
田
じ
、
つ

　
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
十
二
世
紀
に
お
け
る
使
庁
の
裁
判
手
続
き
で
は
、
官
人
は
い
っ
た
ん
は
必
ず
別
当
家
の
「
門
前
」
に
犯

入
を
将
来
す
る
と
い
う
手
続
き
が
確
立
し
て
い
た
が
、
こ
の
手
続
き
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

qj

@
事
件
の
係
属
の
確
認
。

　
使
庁
が
扱
う
事
件
の
犯
人
の
多
く
は
諸
司
・
諸
家
あ
る
い
は
寺
社
な
ど
の
権
門
に
属
す
る
者
た
ち
で
、
権
門
は
彼
ら
に
対
す
る
保
護
と
統
鋼

の
権
利
（
主
人
権
）
を
保
持
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
限
を
権
門
が
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
事
件
は
使
庁
に
係
属
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
明
示
す
る
の
が
別
当
家
へ
の
犯
人
将
来
の
手
続
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

囲
　
官
人
に
対
す
る
統
制
。

　
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
〈
政
〉
が
衰
退
し
た
結
果
、
庁
務
は
各
官
人
の
許
に
個
別
化
・
分
散
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
官
人
の
恣
意
的
な
行
為

が
介
在
す
る
余
地
が
増
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
官
人
は
事
件
を
別
当
に
報
告
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
犯
人
の
身
柄
を
別
当
家
の

「
門
前
」
に
将
来
し
、
そ
の
場
で
別
当
の
指
示
や
判
決
を
仰
ぐ
と
い
う
手
続
き
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
別
当
家
へ
の
犯
人
将
来
と
い
う
手
続
き
は
、
事
件
の
係
属
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
官
人
の
警
察
・
司
法
活
動
を
統
制
す

る
と
い
う
意
味
合
い
を
も
ち
、
別
当
が
使
庁
全
体
を
統
合
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
手
続
き
で
あ
っ
た
と
雷
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
逆
に
将
来
さ
れ
る
犯
人
の
側
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
自
分
が
誰
に
裁
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
明
確
に
な
り
、
必
然

的
に
別
当
の
社
会
的
な
権
威
を
高
め
る
と
い
う
効
果
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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①
九
世
紀
に
お
け
る
別
当
の
役
割
は
正
確
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
点
が
多
い
の
だ

　
が
、
佐
藤
全
敏
氏
が
指
摘
さ
れ
た
所
々
別
当
の
性
格
か
ら
あ
る
程
度
の
類
推
は
可

　
能
だ
と
思
う
（
同
「
所
々
別
当
綱
の
特
質
」
『
史
学
雑
誌
輪
一
〇
六
i
四
　
一
九

　
九
七
年
）
。
佐
藤
氏
に
よ
る
と
、
所
々
別
当
は
、
職
員
の
選
任
や
上
竪
の
把
握
な

　
ど
を
潔
し
て
所
の
監
督
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
が
、
「
日
常
的
な
所
内
の
政
務
運

　
営
・
決
裁
に
は
ほ
と
ん
ど
関
与
せ
ず
、
所
が
天
皇
や
諸
司
な
ど
所
の
外
部
に
は
た

　
ら
き
か
け
る
に
際
し
て
、
所
の
代
表
責
任
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
扁
と
言
う
。

　
こ
の
理
解
を
参
照
す
れ
ば
、
所
々
別
当
と
同
様
に
、
初
期
の
検
非
違
使
別
当
も
日

　
常
的
な
庁
務
の
運
営
・
決
裁
に
は
あ
ま
り
関
わ
ら
ず
、
庁
務
を
実
質
的
に
担
っ
て

　
い
た
佐
以
下
の
官
人
の
動
向
を
監
督
・
統
綱
す
る
点
に
本
来
の
役
割
が
あ
っ
た
の

　
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。

②
『
西
宮
記
』
綾
部
・
検
非
違
使
別
当
事
（
＝
四
頁
）
。

③
『
政
事
要
略
』
巻
六
十
丁
糺
弾
雑
纂
（
五
二
一
頁
）
。

④
「
廻
文
」
一
般
に
つ
い
て
は
凹
国
史
大
辞
典
』
の
「
廻
状
扁
の
項
（
石
田
善
人

　
執
筆
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
使
庁
に
お
け
る
「
廻
文
鳳
の
実
例
と
そ
の

　
伝
達
方
法
に
つ
い
て
は
『
後
篇
附
記
』
長
寛
元
（
｛
～
六
三
）
年
十
二
月
十
五
日

　
条
（
『
清
裸
眼
抄
隔
焼
亡
大
内
中
和
院
之
時
不
参
向
官
人
召
丁
田
事
）
、
治
承
三

　
（
＝
七
九
）
年
十
月
廿
六
日
別
当
宣
（
『
大
夫
尉
義
経
畏
描
記
』
）
を
参
照
の
こ

　
と
。
な
お
、
『
後
帯
録
記
』
の
記
主
は
検
非
違
使
無
生
溝
原
季
光
。

⑤
咽
後
清
録
記
』
応
偲
三
ダ
六
月
廿
三
日
条
（
鯛
清
塀
眼
抄
一
配
流
公
卿
・
殿
上

　
人
事
）

⑥
五
味
文
彦
氏
は
、
「
使
庁
の
庁
務
停
止
」
を
別
当
交
替
時
に
お
け
る
庁
務
全
般

　
の
停
止
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
（
同
『
殺
生
と
信
仰
』
第
王
章
・
宝
を
求
め
て

　
一
九
九
七
年
）
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
章
久
が
小
殿
を
請
け
取
る
代
わ
り
に

　
康
仲
の
許
へ
の
自
首
を
勧
め
た
理
由
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
筆
者
と
同
様
の
解
釈

　
は
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
宵
今
著
聞
集
』
（
一
九

　
八
六
年
）
の
頭
註
に
も
見
え
る
の
で
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
中
原
章
久
は
、
天
福

　
元
（
一
二
三
三
）
年
に
は
検
非
違
使
尉
に
在
任
し
て
お
り
（
隅
明
月
記
』
天
福
元

　
年
四
月
廿
四
日
条
）
、
宝
治
二
（
　
二
四
八
）
年
に
も
正
五
塗
下
・
左
衛
門
尉
・

　
大
判
事
・
明
法
博
士
と
し
て
検
非
違
使
の
任
に
あ
っ
た
が
、
建
長
二
（
　
二
五

　
〇
）
年
以
前
に
検
非
違
使
を
辞
し
て
お
り
、
同
四
年
以
前
に
は
死
去
し
て
い
た
ら

　
し
い
（
凹
検
非
違
使
補
任
』
）
。
お
そ
ら
く
死
去
時
点
ま
で
検
非
違
使
に
在
任
し
続

　
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
姿
は
『
葉
黄
鶏
』
・
咽
経
俊
卿
記
』
な
ど
の

　
宝
治
二
年
前
後
の
記
事
に
は
現
わ
れ
な
い
の
で
、
検
非
違
使
に
在
任
し
な
が
ら
も

　
早
く
か
ら
庁
務
に
関
与
し
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。

⑦
『
発
心
集
』
巻
二
・
安
居
院
聖
京
中
に
行
く
時
隠
居
の
僧
に
値
ふ
事
。

⑧
『
本
朝
世
紀
』
久
安
五
年
二
月
廿
二
日
条
。

⑨
告
井
幸
男
「
摂
関
期
の
騒
擾
事
件
と
権
門
・
検
非
違
使
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四

　
三
三
　
一
九
九
八
年
）
。

⑩
保
検
非
違
使
は
五
味
文
彦
「
使
庁
の
構
成
と
幕
府
扁
（
『
歴
史
学
研
究
撫
三
九
二

　
一
九
七
三
年
）
、
寄
検
非
違
使
は
五
味
同
論
文
、
渡
辺
直
彦
「
神
社
検
非
違
使
の

　
研
究
」
（
第
三
章
謎
⑭
同
著
書
。
初
禺
は
一
九
六
六
年
）
、
拒
界
使
は
内
国
史
大
辞

　
典
』
の
「
拒
桿
使
」
の
項
（
石
井
進
執
筆
）
、
夜
廻
検
非
違
使
は
庄
司
浩
「
検
非

　
違
使
追
捕
活
動
拡
大
過
程
の
一
考
察
」
（
立
正
大
学
史
学
会
編
『
宗
教
社
会
史
研

　
究
』
H
　
～
九
八
五
年
）
お
よ
び
『
中
右
記
』
天
永
二
（
一
一
～
　
）
年
十
一
月

　
八
目
条
、
永
久
二
年
二
月
廿
日
ヨ
条
、
陣
直
検
非
違
使
は
長
保
元
（
九
九
九
）
年

　
十
月
廿
五
日
弁
官
宣
旨
（
『
政
事
要
略
』
巻
六
十
～
・
糺
弾
雑
事
、
五
三
二
頁
）
、

　
『
中
右
記
』
永
久
二
年
四
月
廿
八
日
置
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
定
着
の
時
期
は
そ

　
れ
ぞ
れ
ま
ち
ま
ち
で
は
あ
る
が
、
十
琶
野
中
・
後
期
以
降
、
お
お
よ
そ
十
二
世
紀

　
前
期
頃
ま
で
に
は
使
庁
の
分
掌
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

⑪
拙
稿
「
摂
関
期
の
闘
乱
・
濫
行
那
件
扁
（
『
日
本
史
研
究
』
四
三
三
一
九
九
八

　
年
）
。
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以
上
、
平
安
時
代
に
お
け
る
庁
務
の
構
造
と
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
そ
の
後
の
展
望
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て

お
く
と
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
①
別
当
の
許
へ
の
庁
務
の
集
申
②
各
官
人
の
許
へ
の
庁
務
の
個
別
化
・
分
散
化
と
い
う
方
向
性
は
よ
り
顕
著
な
も

の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
前
者
は
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
評
定
制
の
成
立
に
現
わ
れ
て
い
る
。
使
庁
の
評
定
は
別
当
の
私
事
で
別
当
と
「
法
曹
輩
」
（
法
家
の
官

入
）
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
評
定
制
の
成
立
以
前
は
、
別
当
の
諮
問
に
応
じ
て
複
数
の
官
人
が
個
々
に
注
進
状
を
提
出
し

　
　
　
　
②

て
い
た
の
で
、
そ
の
制
度
的
淵
源
は
、
別
当
藤
原
宗
患
が
個
別
に
行
な
っ
て
い
た
よ
う
な
道
志
・
法
家
へ
の
諮
問
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
③

か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
定
制
は
、
摂
関
期
以
来
の
別
当
家
の
機
能
の
拡
充
が
結
実
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
ま
た
、
後
者
を
代
表
す
る
の
は
分
掌
体
制
の
支
柱
と
な
る
保
検
非
違
使
の
活
動
で
あ
る
。
そ
の
初
見
は
『
中
右
記
』
永
久
二
年
二
月
八
B
条

で
あ
る
が
、
具
体
的
な
活
動
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
実
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
使
庁
は
個
々
の
官
人
宅
を
拠
点
に
京
申
に
深
く
根

を
下
ろ
し
、
行
政
・
警
察
・
司
法
の
全
般
に
わ
た
っ
て
支
配
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
左
衛
門
府
に
置
か
れ
た
使
庁
の
政
舎
の
果
た
す
役
割
が
完
全
に
消
滅
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
使
庁
の
政
舎
で
行
わ
れ
る

〈
政
〉
に
最
後
ま
で
残
さ
れ
た
固
有
の
役
割
と
し
て
、
①
特
に
重
視
さ
れ
た
勘
聞
・
定
（
合
議
）
の
他
に
、
②
別
当
補
任
（
ま
た
は
如
レ
旧
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

宣
旨
の
奉
行
、
③
新
任
・
遷
任
・
転
任
し
た
宮
人
の
初
参
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
薪
た
に
使
庁
に
参
入
す
る
際
に
不
可
欠

の
手
続
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
開
催
が
減
少
し
て
実
務
的
な
役
捌
は
低
下
し
た
も
の
の
、
〈
政
〉
は
い
わ
ば
使
庁
の
一
体
性
・
統
合
性
を
岡
三

す
る
儀
礼
と
し
て
維
持
し
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
毎
年
五
月
・
十
二
月
に
市
で
行
な
わ
れ
る
着
鉄
鞭
も
、
先
に
少
し
触
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
以
降
も
使
庁
の
刑
罰
権
を
象
徴
す
る
儀
礼
と
し
て
存
続
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
庁
全
体
の
運
営
を
支
え
て
い

た
の
が
法
家
坂
上
・
中
原
両
氏
の
官
人
た
ち
で
、
お
そ
ら
く
平
安
末
・
鎌
倉
初
頃
か
ら
彼
ら
に
よ
る
使
庁
の
官
司
請
負
化
が
進
行
し
た
も
の
と
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⑦

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
官
人
の
許
に
庁
務
が
完
全
に
分
解
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必

要
が
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
お
け
る
庁
務
の
あ
り
方
は
『
中
右
記
』
に
見
え
る
庁
務
の
延
長
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で

　
⑧

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
雑
把
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
庁
務
の
あ
り
方
は
、
摂
関
期
を
移
行
期
と
し
て
使
庁
の
政
舎
に
お
け
る
〈
政
〉
を
中
核

と
し
た
庁
務
か
ら
分
掌
体
制
の
整
備
を
と
も
な
っ
た
別
当
家
を
中
核
と
す
る
庁
務
へ
と
変
化
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
吉
川
真
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

氏
は
、
古
代
に
お
け
る
官
司
運
営
原
理
を
「
共
感
」
に
求
め
、
こ
れ
を
平
安
時
代
中
期
以
降
の
「
分
掌
」
の
理
念
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
第
二

章
で
は
く
政
〉
の
運
営
原
理
で
あ
る
「
一
揆
」
が
「
共
知
」
の
理
念
に
通
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
摂
関
期
を
画
期
と
す
る
庁
務
の
あ
り
方

の
変
化
は
「
共
知
」
か
ら
「
分
掌
」
へ
の
官
司
運
営
原
理
の
転
換
を
示
す
も
の
で
、
い
わ
ば
古
代
的
な
使
庁
か
ら
中
世
的
な
使
庁
へ
の
転
換
を

表
わ
す
現
象
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
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①
　
橋
本
初
子
「
中
世
の
検
非
違
使
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
研
究
隔
一
六

　
一
九
八
一
年
）
、
森
茂
暁
「
北
朝
の
検
非
違
使
庁
」
（
同
『
南
北
朝
公
武
関
係
史
の

　
研
究
輪
一
九
八
四
年
）
、
利
光
三
津
夫
・
吉
田
通
子
「
康
永
一
一
年
砥
園
丸
綿
座
相

　
論
考
」
（
『
法
学
研
究
』
六
〇
一
八
　
～
九
八
入
年
）
、
吉
田
通
子
「
鎌
倉
末
・
南

　
北
朝
期
の
使
庁
習
事
訴
訟
手
続
き
」
（
『
北
陸
大
学
紀
要
駈
　
一
五
　
一
九
九
一
年
）
。

②
註
②
橋
本
論
文
、
吉
田
通
子
「
鎌
倉
期
、
使
庁
洛
中
政
治
支
配
の
一
考
察
」

　
（
『
法
学
研
究
』
六
四
一
一
　
｝
九
九
一
年
目
。

③
第
一
章
註
⑳
参
照
。
な
お
、
〈
政
〉
に
お
け
る
定
（
合
議
）
は
、
①
開
催
場
所

　
が
使
庁
で
あ
る
こ
と
、
②
主
宰
者
が
佐
で
あ
る
こ
と
。
③
参
加
者
に
法
家
以
外
の

　
宮
人
も
含
む
こ
と
の
三
点
で
評
定
制
の
制
度
的
淵
源
と
は
見
な
し
が
た
い
。

④
第
四
鳥
脅
⑩
五
味
論
文
。
保
検
非
違
使
（
保
官
人
）
は
、
①
犯
人
の
追
捕
と
そ

　
の
住
宅
・
資
財
の
検
封
・
破
却
、
②
在
家
の
計
量
と
寄
宿
入
の
調
査
、
③
清
操
・

　
作
品
な
ど
保
内
の
行
政
・
警
察
・
司
法
を
担
当
し
た
使
庁
の
導
入
で
、
暦
応
三

　
（
一
三
四
〇
）
・
四
年
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
る
東
洋
文
庫
所
蔵
『
漁
法
』
に
よ
れ

　
ば
、
京
中
を
横
大
路
で
分
割
し
た
十
二
区
域
に
　
入
ず
つ
配
置
す
る
こ
と
に
な
つ

　
て
い
た
。

⑤
は
じ
め
に
註
⑧
拙
稿
。
別
当
の
補
任
（
ま
た
は
如
レ
旧
）
の
宣
旨
の
奉
行
に
つ

　
い
て
は
第
三
章
註
⑭
を
参
昭
…
の
こ
と
。
ま
た
、
官
人
の
初
参
に
つ
い
て
は
『
中
右

　
記
田
寛
治
六
（
一
〇
九
二
）
年
二
月
十
六
日
田
、
永
久
二
年
五
月
八
日
条
、
㎎
由

　
桃
記
』
治
承
二
（
＝
七
八
）
年
五
月
廿
九
日
置
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

⑥
例
え
ば
、
『
経
俊
卿
記
隔
宝
治
元
（
＝
西
七
）
年
±
万
廿
七
日
条
、
『
葉
黄

　
記
』
宝
治
二
年
閏
十
二
月
十
二
日
条
な
ど
。

⑦
佐
藤
進
一
『
B
本
の
中
世
国
家
』
第
一
章
・
王
朝
国
家
（
一
九
八
三
年
）
。

⑧
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
宮
崎
康
充
氏
は
「
宗
忠
の
別
当
ぶ
り
」
を
「
例
外
的

　
な
存
在
」
と
見
な
し
て
お
ら
れ
る
が
、
別
当
・
参
議
・
左
兵
衛
督
葉
室
定
嗣
の

　
『
葉
黄
記
』
宝
治
二
（
一
一
一
四
八
）
年
記
に
は
、
旧
訳
庁
務
之
間
。
富
人
庁
参
。



日
々
無
二
退
転
ゆ
頗
中
興
之
由
。
人
血
称
レ
之
」
（
七
月
十
八
日
条
）
、
「
窟
人
等
多

来
。
有
二
申
悪
事
弔
成
敗
之
聞
。
自
然
及
二
晩
頭
こ
（
七
月
廿
一
日
条
）
、
「
官
人
章

種
・
章
澄
等
。
終
日
侯
レ
庁
。
申
沙
汰
雑
事
こ
（
八
月
廿
日
条
）
、
「
凡
使
務
閲
。

毎
日
官
人
五
六
入
等
。
無
二
不
レ
来
之
日
殉
院
中
繁
務
之
妨
也
扁
（
十
月
九
日
条
）

な
ど
と
見
え
て
お
り
、
鎌
倉
中
期
に
お
い
て
も
凹
中
帯
詑
』
と
同
様
の
別
当
の

「
精
勤
ぶ
り
扁
が
知
ら
れ
る
。
「
宗
忠
の
別
当
ぶ
り
」
は
当
時
の
別
当
の
ご
く
　

般
的
な
姿
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宮
崎
氏
は
、
佐
が
〈
政
〉
に
「
決
定

権
者
」
と
し
て
組
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
門
佐
以
下
の
事
務
官
僚
」
が
「
使
庁
の

　
実
質
的
な
運
営
」
を
挺
っ
て
い
た
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価

　
は
、
〈
政
〉
が
日
常
的
に
開
催
さ
れ
て
い
た
段
階
に
は
妥
当
す
る
も
の
の
、
そ
の

　
衰
退
が
明
ら
か
な
院
政
期
以
降
に
は
成
り
立
ち
に
く
い
。
た
だ
し
、
宮
崎
氏
が
注

　
意
さ
れ
た
よ
う
に
、
佐
が
庁
務
か
ら
完
全
に
離
脱
し
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
な
の

　
で
、
院
政
期
以
降
に
お
け
る
佐
の
庁
務
に
つ
い
て
は
別
当
と
の
関
係
に
も
留
意
し

　
な
が
ら
今
後
さ
ら
に
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

⑨
第
二
馳
駅
③
吉
川
b
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
富
山
国
際
大
学
非
常
勤
講
師
　
富

検非違使別当と使庁（前田）
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The　Judicial　System　of　the　Kebiishich6　in　the　Heian　Period

by

MAEDA　Yosliihiko

　　Based　on　the　diary　of　Fujiwara　Munetada，　early　12th　century　bett6　（chief

administrator）　of　the　leebiishich6　（ofice　of　the　Heian－ky6　magistrate），　this　paper

considers　the　transition　in　structure　of　the　leebii　hich6　court　during　the　Heian

period．　First，　the　paper　examines　the　typlcal　conteRt　and　function　of　trials　that

occurred　in　front　of　the　bett6’s　residence　and　in　front　of　the　leebii　hich6，

respectively．　TheR，　in　terms　of　the　yestoration　of　the　leebiishich6　system　in　the

12th　century，　the　change　from　the　10th　to　the　12th　century　is　considered．　As　a

result，　it　becomes　clear　that　from　the　late　10th　century，　courts　held　at　the

magistrate’s　of且ce（「政」）consistklg　of　officials　other　than　the　bett6　graduaily

declined　in　occurreRce　and　were　replaced　by　abbreviated　tribunals　held　in　front　of

the　bett6’s　residence　involving　only　the　officials　responsible　for　that　particular

incident．

　　As　a　consequence　of　the　dminishng　opportunity　for　gathering　othcials　at　the

leebii　hich6，　the　management　police　and　judical　administration　devolved　into　tihe

hands　of　various　oihcjals　of　the　leebii　hicho“．　Thus，　as　background　for　the

concentratioR　of　judicial　activity　at　the　bett6’s　residence，　management　of　the

txibunal　had　to　be　reunified　in　the　hands　of　the　betto“．　Furthemiore，　since　many

offenders　of　the　pertod　were　under　the　protection　of　aristocrats，　court　oficials，　or

powerfui　religious　institutions，　in　the　process　of　investigating　the　incideRt　and

arresting　the　offender，　a　personage　of　the　bett6’s　high　aristocratic　status　was

necessary　in　order　to　conduct　negotiations　with　the　vartous　powers．　The　above

transition　become　the　starting　point　for　the　leebiishich6　judicial　system　from　the

Kamakura　period　on，　and　thus　it　is　possible　to　assess　it　as　the　tuming　point　of　the

ancient　from　of　the　leebii　hich6　to　its　medieval　type．

（164）




